
 

 

 

6.生活保護法の医療扶助における後発医薬品に関する

取扱いについて 

（平成 25 年 5 月 16 日社援保発 0516 第１号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）【改正案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ○
「
生
活
保
護
法
の
医
療
扶
助
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
２
５
年
５
月
１
６
日
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知

 
社
援
保
発
０
５
１
６
第
１
号
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

  

記
 

 １
 
（
略
）

 

 ２
 
院
外
処
方
に
関
す
る
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
取
組

 

 （
１
）
～
（
５
）

 
（
略
）

 

 （
６
）
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
計
画
の
策
定

 

 
 
後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
が
一
定
以
下
で
あ
る
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る

町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
取
組
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
別

添
４
の
様
式
例
を
参
考
と
し
て
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
が
低
調
で
あ
る
原
因
の
分
析
や
、
対

応
方
針
の
検
討
を
行
い
、
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
計
画
の
策
定
を
行
う
こ
と
。

 

 
ア
 
（
略
）

 

イ
 
対
応
方
針
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
へ
の
説
明
方
法
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の

本
庁
（
以
下
「
都
道
府
県
本
庁
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
管
内
自
治
体
（
指
定
都
市
及
び
中

核
市
を
除
く
。
）
の
策
定
し
た
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
計
画
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
助
言

を
行
う
こ
と
。

 

 
ウ
～
キ

 
（
略
）

 

 
ク
 
毎
年
度
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
各
年
度

4
月
末
ま
で
に
策
定
す
る
と
と
も
に
、
策
定
後
、
各

自
治
体
に
お
い
て
適
宜
公
表
す
る
こ
と
。

 

 
ケ
 
（
略
）

 

 
 

 ３
 
院
内
処
方
に
関
す
る
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
取
組

 

 （
１
）
院
内
処
方
（
医
科
入
院
・
入
院
外
）
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
の
状
況

 

 
 
院
外
処
方
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
の
数
量
シ
ェ
ア
は
平
成

2
8
年
６
月
審
査
分
に
お
い
て
は
、

院
外
処
方
が

7
2
.1
％
に
達
す
る
一
方
、
院
内
処
方
に
つ
い
て
は
、

6
0.
0％

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

1
2
.
1％

の
差
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

  （
２
）
～
（
７
）

 
（
略
）

 

 ４
 
留
意
事
項

 

  

記
 

 １
 
（
略
）

 

 ２
 
院
外
処
方
に
関
す
る
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
取
組

 

 （
１
）
～
（
５
）

 
（
略
）

 
 

 （
６
）
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
計
画
の
策
定

 

 
 
後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
が
一
定
以
下
で
あ
る
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る

町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
取
組
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
別

添
４
の
様
式
例
を
参
考
と
し
て
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
が
低
調
で
あ
る
原
因
の
分
析
や
、
対

応
方
針
の
検
討
を
行
い
、
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
計
画
の
策
定
を
行
う
こ
と
。

 

 
ア
 
（
略
）

 

 
イ
 
対
応
方
針
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
本
庁
（
以
下
「
都
道
府
県
本
庁
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
管
内
自
治
体
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
の
策
定
し
た
後
発
医
薬
品
使
用
促

進
計
画
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
を
行
う
こ
と
。

 

 

ウ
～
キ

 
（
略
）

 

 
ク
 
毎
年
度
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
各
年
度

4
月
末
ま
で
に
策
定
す
る
こ
と
。

 

 ケ
 
（
略
）

 

  ３
 
院
内
処
方
に
関
す
る
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
取
組

 

 （
１
）
院
内
処
方
（
医
科
入
院
・
入
院
外
）
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
の
状
況

 

 
 
院
外
処
方
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
の
数
量
シ
ェ
ア
は
平
成

2
7
年
６
月
審
査
分
に
お
い
て
は
、

院
外
処
方
が

6
6
.2
％
に
達
す
る
一
方
、
院
内
処
方
に
つ
い
て
は
、

5
6.
3％

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

9
.
9％

の
差
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

  （
２
）
～
（
７
）

 
（
略
）

 

 ４
 
留
意
事
項
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  （
１
）
～
（
５
）

 
（
略
）

 

 （
別
添
１

 
様
式
例
）

 

（
別
添
２

 
様
式
例
）

 

（
別
添
３

 
様
式
例
）

 

（
別
添
４

 
様
式
例
）

 

（
別
添
５

 
様
式
例
）

 

 （
別
紙
）

 

（
１
）
～
（
５
）

 
（
略
）

 

 （
別
添
１

 
様
式
例
）

 

（
別
添
２

 
様
式
例
）

 

（
別
添
３

 
様
式
例
）

 

（
別
添
４

 
様
式
例
）

 

（
別
添
５

 
様
式
例
）

 

 （
別
紙
）
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策
定
年
月
日
　
×
×
年
×
月
×
日

全
国
の
使
用
割
合

国
が
定
め
る
目
標
値

（
※
）

（A
)

管
内
実
績

（B
)

目
標
と
の
差

（A
-B
)

69
.3

%
75

.0
%

55
.4

%
19

.6
%

※
　
平
成
29
年
央
ま
で
に
75
%
達
成
を
目
指
す
。

　
特
段
な
し

　
（備
蓄
に
つ
い
て
は
、
医
療
全
体
の
取
組
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
た
め
）

そ
の
他

昨
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
差
額
通
知
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
実
施
す
る
が
、
薬
剤
師
に
よ

る
面
接
・指
導
や
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
訪
問
の
際
に
活
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

＜
使
用
促
進
が
進
ん
で
い
な
い
原
因
＞

○
　
服
薬
指
導
を
要
す
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
指
導
効
果
が
上
が
っ
て
い
な
い
。

○
　
関
係
機
関
へ
の
説
明
が
不
十
分
。

○
　
ま
た
、
一
定
割
合
で
あ
る
が
、
薬
局
に
お
け
る
備
蓄
の
問
題
が
あ
る
。

＜
備
考
＞

平
成
　
　
年
度
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
計
画

○
○
市

（○
○
市
福
祉
事
務
所
）

＜
現
在
の
状
況
＞

１
．
先
発
医
薬
品
を
調
剤
し
た
事
情
（薬
局
か
ら
の
報
告
に
関
し
て
の
集
計
）

２
．
関
係
機
関
へ
の
説
明
の
状
況

　
関
係
機
関
へ
の
説
明
は
行
え
て
い
な
い
。
（
通
知
を
送
付
し
た
の
み
）

後
発
医
薬
品
の
数
量
シ
ェ
ア

（
平
成
28
年
６
月
審
査
分
）

自
治
体
名

（
福
祉
事
務
所
名
）

＜
対
応
方
針
＞

服
薬
指
導
の
実
施

○
　
服
薬
指
導
が
必
要
な
者
に
つ
い
て
リ
ス
トを
作
成
。

○
　
薬
剤
師
を
嘱
託
雇
用
し
、
生
活
保
護
受
給
者
に
対
し
面
接
・指
導
を
実
施
。

　
（薬
剤
師
の
派
遣
に
つ
い
て
、
地
域
薬
剤
師
会
と
調
整
）

○
　
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
訪
問
の
際
に
原
則
服
用
に
つ
い
て
説
明

関
係
機
関
へ
の
説
明

○
　
当
市
の
使
用
促
進
の
実
績
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
へ
説
明
。

○
　
生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
原
則
服
用
に
つ
い
て
説
明
し
、
協
力
を
得
る
。

薬
局
に
お
け
る
備
蓄
に
つ
い
て

（別
添
４

 
様
式
例
）
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厚 生 労 働 省 

  ○ ○ 
市 

  

い
っ
た
ん   

つ
か 一

旦
、
使
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

                        い  やく   ひん 

 ジェネリック医薬品
について 
                            ふ 

あ ん  

 わからないことや不
安なことが 
                          ふ く  し     

じ    む   しょ 

 あるときは、福祉事
務所や       

   い し              やく ざい  し        
そう だん 

 医師または薬剤師 

に相談 
  

 しましょう。  

【福祉事務所の連絡先】 

              い  やく ひん    

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品に
ついて 

 

～生活保護を受給している
皆さまへ～ 

         いやくひ

ん    

ジェネリック医薬品
とは？ 

                     くすり 

Ｑ．どんなお薬なの？ 
 
 
 
            いやくひん      こうはつい
やくひん      よ 

 ジェネリック医薬品は、後発医薬
品とも呼ばれ、      
 せんぱついやくひん  しんやく      とっきょ    き      

あと 

先発医薬品（新薬）の特許が切れ
た後につくられ 
  くすり 

た薬です。 
 
       き      め        だいじょうぶ 

Ｑ．効き目は大丈夫？ 
              いやくひん      せんぱつ
いやくひん   おな   せいぶん 

 ジェネリック医薬品は、先発医薬
品と同じ成分 
   おな りょう ふく  くすり   げんせい   しんさ          
つか 

を同じ量含む薬で、厳正に審査し
たものが使わ 
 

れています。 
            いやくひん   せんぱついや
くひん    ひんしつ 

 ジェネリック医薬品と先発医薬品
は、品質や 
 き   め  あんぜんせい   おな 

効き目、安全性が同じです。 
 
                  つか 

Ｑ．みんな使っているの？ 
  せんぱついやくひん      ていかかく        
いりょう  しつ 

 先発医薬品よりも低価格なため、
医療の質を 
 お            いりょうひ   さくげん 

落とすことなく、医療費の削減につ
ながります。 
                    おうべい     はばひろ つか                      
にほん       

 このため、欧米では幅広く使わ
れていて、日本 
     ぎょうせい   いりょうほけん    くにぜ
んたい    ふきゅうそくしん 

でも、行政や医療保険など国全体
で普及促進に 
 と     く 

取り組んでいます。 

【照会先】○○県△△部局課◇◇係 （電話番号0000－0000－0000） 

＜生活保護を受けている方への後発医薬品の取組＞ 
 

① 後発医薬品は品質や効き目、安全性が、先発医薬品と同等であるとして、 

  厚生労働大臣が製造販売の承認を行っています。 

② 医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品 

    の普及に取り組んでいます。 

③ 生活保護を受けている方で、医師が後発医薬品の使用が可能であると 

    判断した場合は、原則として使用していただきます。 
  
※ 処方医が後発医薬品の使用を不可としている場合は対象外 

院内処方を行う｢生活保護法指定医療機関｣の方へ 

平成27年４月１日から、生活保護を受けている方に対しては、院内処方で医師か
ら後発医薬品の使用を促された場合には、原則として後発医薬品を使用していた
だくことになりました。 
 
※院外処方では、処方医が後発医薬品への変更を可能としている場合、平成25年度から、原則として 

 後発医薬品を使用していただいています。 

 

 
生活保護を受けている方へのご対応  
生活保護を受けている方に対する処方について、後発医薬品の処方が可能な場合には、以下に

示した取組の内容をご説明の上、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。  
 
※ご説明の際には、別添のリーフレット（生活保護受給者に配布済）を活用ください。 

＜参考１＞生活保護法 
第34条第３項 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に 
基づき後発医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法
律第145号）第14条又は第19条の２の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第14条の
４第１項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められ
たものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）を使用することができる
と認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行
うよう努めるものとする。 

＜参考２＞後発医薬品の使用割合（生活保護） 

    貴院における後発医薬品の使用割合：   00.0 ％ 

（出典：医療扶助実態調査（各年6月審査分）） 

平成26年 平成27年 平成28年 
伸び率

（27→28） 

院外処方  61.0％  66.2％ 72.1％  ＋5.9％ 

院内処方  51.6％  56.3％ 60.0％   ＋3.7％ 

生活保護を受けている方に対する 

 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の 

 取扱いについて、ご協力のお願い 

（別添５ 様式例） 
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7.頻回受診者に対する適正受診指導について 

（平成 14年 3月 22日社援保発 0322001号厚生労

働省社会・援護局保護課長通知）【改正案】 

  



 ○
「
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導
に
つ
い
て
」（

平
成
１
４
年
３
月
２
２
日
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知

 
社
援
保
発
０
３
２
２
０
０
１
号
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

  （
別
紙
）

 

頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導
要
綱

 

 １
 
（
略
）

 

 ２
 
対
象
者

 

 
 
医
療
扶
助
に
よ
る
外
来
患
者
（
歯
科
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
一
傷
病
に
つ
い
て
、
同
一
月
内

に
同
一
診
療
科
目
を

1
5
日
以
上
受
診
し
て
い
る
者
（
以
下
「
受
診
状
況
把
握
対
象
者
」
と
い
う
。
）
 

 
 
（
注
）
体
制
の
整
備
が
整
わ
な
い
自
治
体
に
お
い
て
は
、
平
成

3
0
年
度
末
ま
で
の
間
は
従
来

の
対
象
者
を
受
診
状
況
把
握
対
象
者
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。

 

 ３
～

1
0（

略
）

 

 ８
 
報
告
 

（
１
）
本
庁
へ
の
情
報
提
供

 

 
 
 
福
祉
事
務
所
長
は
、
指
導
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
前
年
度
（
毎
年

4
月
診
療

分
か
ら
翌
年

3
月
診
療
分
ま
で
）
に
お
い
て
頻
回
受
診
が
改
善
さ
れ
た
者
（
指
導
台
帳
で
削
除

さ
れ
た
者
）
の
状
況
を
毎
年

7
月

15
日
ま
で
に
別
紙

3
-1

に
よ
り
本
庁
あ
て
情
報
提
供
す
る

こ
と
。

 

 
 
 
（
注
）
受
診
状
況
把
握
対
象
者
が
従
来
の
基
準
の
場
合
は
別
紙

3-
2
に
よ
り
情
報
提
供
す
る

こ
と
な
お
、
平
成

29
年
度

7
月
末
日
を
期
限
と
す
る
報
告
分
に
つ
い
て
は
、
全
て
別

紙
3
-2

に
よ
り
情
報
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
申
し
添
え
る
。

 

（
２
）
厚
生
労
働
省
へ
の
情
報
提
供

 

 
 
 
本
庁
は
、
上
記
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
、
別
紙

4-
1、

別
紙

4
-2

及
び
別
紙

4
-3

に
よ
り
毎

年
7
月
末
日
ま
で
に
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
あ
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
。

 

（
注
）
受
診
状
況
把
握
対
象
者
が
従
来
の
基
準
の
場
合
は
別
紙

4
-
3
及
び
別
紙

4-
4
に
よ
り

情
報
提
供
す
る
こ
と
。
な
お
、
平
成

2
9
年
度

7
月
末
日
を
期
限
と
す
る
報
告
分
に
つ
い

て
は
、
全
て
別
紙

4
-3

及
び
別
紙

4
-4

に
よ
り
情
報
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
申
し
添

え
る
。

 

 ９
～

1
0（

略
）

 

 1
1
 
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
の
改
定
版
に
お
け
る

K
P
I
の
設
定
に
つ
い
て

 

 
 
頻
回
受
診
の
適
正
化
に
関
す
る

K
PI

に
つ
い
て
は
、
「
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導

に
よ
る
改
善
者
数
割
合
の
目
標
値
に
つ
い
て
、
指
導
の
対
象
者
の
範
囲
等
を
再
検
討
し
、
2
01
6
年

  （
別
紙
）

 

頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導
要
綱

 

 １
 
（
略
）

 

 ２
 
対
象
者

 

 
 
医
療
扶
助
に
よ
る
外
来
患
者
（
歯
科
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
一
傷
病
に
つ
い
て
、
同
一
月
内

に
同
一
診
療
科
目
を

1
5
日
以
上
受
診
し
て
い
る
月
が

3
ヶ
月
以
上
続
い
て
い
る
者
（
以
下
「
受

診
状
況
把
握
対
象
者
」
と
い
う
。
）

 

  ３
～
７
（
略
）

 

 ８
 
報
告

 

（
１
）
本
庁
へ
の
情
報
提
供

 

 
 
 
福
祉
事
務
所
長
は
、
指
導
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
前
年
度
（
毎
年

4
月
診
療

分
か
ら
翌
年

3
月
診
療
分
ま
で
）
に
お
い
て
頻
回
受
診
が
改
善
さ
れ
た
者
（
指
導
台
帳
で
削
除

さ
れ
た
者
）
の
状
況
を
毎
年

7
月

15
日
ま
で
に
別
紙

3
に
よ
り
本
庁
あ
て
情
報
提
供
す
る
こ

と
。

 

   （
２
）
厚
生
労
働
省
へ
の
情
報
提
供

 

 
 
 
本
庁
は
、
上
記
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
、
別
紙

4
に
よ
り
毎
年

7
月
末
日
ま
で
に
厚
生
労
働

省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
あ
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
。

 

     ９
～

1
0（

略
）
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度
に
決
定
」
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成

28
年

12
月
の
改
革
工
程
表
の
改
定
版
に

お
い
て
、
適
正
受
診
指
導
に
よ
る
改
善
者
数
割
合
を
「

20
1
8
年
度
に
お
い
て

2
0
14

年
度
比

2
割

以
上
の
改
善
」
と
定
め
ら
れ
た
。

 

 
 
受
診
状
況
を
把
握
す
る
対
象
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
「
医
療
扶
助
に
よ
る
外
来
患
者
で
あ
っ

て
、
同
一
傷
病
に
つ
い
て
、
同
一
月
内
に
同
じ
診
療
科
目
を

15
日
以
上
受
診
し
て
い
る
月
が

3

ヶ
月
以
上
続
い
て
い
る
者
」
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
頻
回
受
診
者

の
定
義
も
勘
案
し
、
「
単
月
で

1
5
日
以
上
受
診
し
て
い
る
者
」
に
変
更
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
体
制
の
整
備
が
整
わ
な
い
自
治
体
に
お
い
て
は
、
平
成

30
年
度
末
ま
で
の
間
は
従
来

の
対
象
者
を
受
診
状
況
把
握
対
象
者
と
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 
 
ま
た
、
KP
I
で
定
め
ら
れ
た
目
標
値
は
、
2
01
4
年
度
比
で

2
割
以
上
の
改
善
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
目
標
の
達
成
状
況
を
把
握
す
る
に
は
、
従
来
の
対
象
者
の
範
囲
に
お
い
て
算
定
し
た
数

値
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
受
診
状
況
把
握
対
象
者
を
現
行
の
範
囲
（
同
一
月
内

15
日

以
上
の
受
診
が
あ
る
者
）
と
し
て
い
る
自
治
体
に
お
い
て
は
、
現
行
の
範
囲
に
加
え
て
従
来
の
範

囲
（
同
一
月
内

15
日
以
上
の
受
診
が

3
ヶ
月
以
上
継
続
の
者
）
に
お
い
て
も
調
査
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。

 

 （
別
紙
１
）
 

（
別
紙
２
）
 

（
別
紙
３
－
１
）
 

（
別
紙
３
－
２
）
 

（
別
紙
４
－
１
）
 

（
別
紙
４
－
２
）
 

（
別
紙
４
－
３
）
 

（
別
紙
４
－
４
）
 

（
別
紙
５
）

 

（
別
紙
６
）

 

 別
添

 

 

頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

 １
 
（
略
）

 

２
 
頻
回
受
診
者
の
把
握
方
法

 

（
１
）

 
（
略
）

 

（
２
）
頻
回
受
診
者
指
導
台
帳
の
作
成

 

 
 
 （

１
）
の
状
況
の
者
を
別
紙
２
を
参
考
と
し
て
作
成
し
た
頻
回
受
診
者
指
導
台
帳
（
以
下
「
指

導
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

   

                
 

（
別
紙
１
）

 

（
別
紙
２
）

 

（
別
紙
３
）

 

 （
別
紙
４
）

 

   （
別
紙
５
）

 

（
別
紙
６
）

 

 別
添

 

 

頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

 １
 
（
略
）

 

２
 
頻
回
受
診
者
の
把
握
方
法

 

（
１
）

 
（
略
）

 

（
２
）
頻
回
受
診
者
指
導
台
帳
の
作
成

 

 
 

 
（
１
）
の
状
況
が

3
ヶ
月
続
い
た
者
を
別
紙
２
を
参
考
と
し
て
作
成
し
た
頻
回
受
診
者
指
導

台
帳
（
以
下
「
指
導
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
な
お
、
医
療
機
関
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
で
、
変
更
前
と
変
更
後
の
医
療
機
関
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も

15
日
以
上
受
診
し
、
通
算
し
て

3
ヶ
月
以
上
続
い
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
指
導
台

帳
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
通
院
台
帳
の
医
療
機
関
名
を
変
更
す
る
こ
と
。
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   （
３
）

 
（
略
）

 

３
～
５

 
（
略
）

 

 （
別
紙
１
）

 

（
別
紙
２
）

 

（
別
紙
３
）

 

（
別
紙
４
）

 

 

 （
３
）

 
（
略
）

 

３
～
５

 
（
略
）

 

 （
別
紙
１
）

 

（
別
紙
２
）

 

（
別
紙
３
）

 

（
別
紙
４
）

 

-137-



別紙3-1

（福祉事務所）　　　名

１　総括表

（　　  ） （ 　　 ） （ 　　 ） （  　　） （　　  ） （　　  ）
※　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

２　受診指導結果

A B A-B C (A-B)×C

1

2

3

4

5

6

（注）指導台帳に登載されている者のうち，前年度において頻回受診が改善された者（指導台帳で削除された者）の状況を記入すること。

３　１のうち、15日以上受診している月が、3ヶ月以上続いている者

※　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

４　１のうち、前々年度の指導実施者で改善されなかった者

※　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

平成　　年度　頻回受診者に対する適正受診指導結果について

受診状況把握対象者数
（指導台帳の記載人数）

主治医訪問等の結果、
指導対象外となった者

やむを得ない理由（※）に
より指導が実施できない

者
指導対象者数

指導実施者数

うち改善された者（「２
受診指導結果」の記載
人数）

備考

１ヶ月当たりの平均通院日数

当該年度中に改善され
た月数（効果月数）

効果日数頻回受診者の判断材料と
なった３ヶ月間月

（注）指導台帳の主たる傷病名が筋骨格系・結合組織の疾患に係る者の数を，（　　）内に内数で記載すること。

氏名 医療機関名

適正受診指導に伴う効果

適正受診が３ヶ月続いた
期間の平均

差

計

１人当たり平均

（注）１のうち、頻回受診者指導台帳に記載する要因なった月から、15日以上受診している月が、3ヶ月以上続いている者の分のみ抽出するこ
と。

受診状況把握対象者数
（指導台帳に記載されて
いる者のうち、15日以上
受診している月が3ヶ月
以上続いている者の人

数）

主治医訪問等の結果、
指導対象外となった者

やむを得ない理由（※）に
より指導が実施できない

者
指導対象者数

指導実施者数

うち改善された者（「２
受診指導結果」の記載
人数）

前々年度の指導実施者
のうち前々年度において

改善されなかった者

やむを得ない理由（※）
により指導が実施でき

ない者
指導対象者数

指導実施者数

うち改善された者
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別紙3-2

（福祉事務所）　　　名

１　総括表

（　　  ） （ 　　 ） （ 　　 ） （  　　） （　　  ） （　　  ）
※　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

２　受診指導結果

A B A-B C (A-B)×C

1

2

3

4

5

6

（注）指導台帳に登載されている者のうち，前年度において頻回受診が改善された者（指導台帳で削除された者）の状況を記入すること。

４　１のうち、前々年度の指導実施者で改善されなかった者

※　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

平成　　年度　頻回受診者に対する適正受診指導結果について

受診状況把握対象者数
（指導台帳の記載人数）

主治医訪問等の結果、
指導対象外となった者

やむを得ない理由（※）に
より指導が実施できない

者
指導対象者数

指導実施者数

うち改善された者（「２
受診指導結果」の記載
人数）

備考

１ヶ月当たりの平均通院日数

当該年度中に改善され
た月数（効果月数）

効果日数頻回受診者の判断材料と
なった３ヶ月間

（注）指導台帳の主たる傷病名が筋骨格系・結合組織の疾患に係る者の数を，（　　）内に内数で記載すること。

氏名 医療機関名

適正受診指導に伴う効果

適正受診が３ヶ月続いた
期間

差

計

１人当たり平均

前々年度の指導実施者
のうち前々年度において

改善されなかった者

やむを得ない理由（※）
により指導が実施でき

ない者
指導対象者数

指導実施者数

うち改善された者
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＜別紙3　2受診指導結果＞

差

A-B
1 10日
2 13.3日

＜参考＞通院台帳の記載状況

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

指導

（10） （10） （10）
20 17 18 17 10 10 10

指導

（12） （12） （15） （11） （11） （10）
24 22 20 24 12 12 15 11 11 10

6.5か月

ケー
ス１

ケー
ス２

○ケース１
　 4月に20日通院し頻回受診者となった者が、7月に指導を受け、8月以降は適正受診
日数（10日）どおりとなった場合。
○ケース２
　 4月に24日通院し、頻回受診者となった者が7月に指導を受け、8月、9月は適正受診
日数（12日）どおりであったが、10月に15日通院し、再指導の結果、11月以降は適正受
診日数以下となった場合。

別紙3（各福祉事務所→本庁）の記載例

←当該年中
に改善され
た期間→

←当該年中に改善された期間→

←適正受診月が3
か月続いた期間→

備考

年度

13か月 146.5日

（A-B)×C

73.3日

8か月 80日
ケース２ △△ 24日 10.7日 5か月 66.5日
計

１人あたり平
均

ケース１ ○○ 20日 10日

月別通院回数

←当該年中に改善された期間→

←適正受診月が3
か月続いた期間→

氏名 医療機関名

適正受診指導に伴う効果
１か月当たり通院日数

頻回受診
者の判断
材料と月

適正受診
付きが３か
月続いた
期間の平

均

当該年度
中に改善さ
れた月数
（効果月
数）

効果日数

A B C

頻回受診の判

断材料となった

頻回受診の判

断材料となった
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別
紙

４
－

１

（
都

道
府

県
・市

）　
名

人
数

人
数

人
数

人
数

人
数

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

（効
果

月
数

（
効

果
日

数
Ａ

－
Ｂ

－
Ｃ

Ｇ
Ｈ

Ｈ
／

Ｇ

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

―
―

―

（　
）

（
　

）
（
　

）

※
　

指
導

を
行

う
前

に
指

導
対

象
者

が
入

院
し

た
場

合
、

治
ゆ

に
よ

り
指

導
対

象
者

が
通

院
を

終
了

し
た

場
合

、
指

導
対

象
者

が
保

護
廃

止
と

な
っ

た
場

合
等

で
あ

る
。

（注
）

「１
人

当
た

り
平

均
効

果
月

数
（効

果
月

数
計

）Ｇ
」欄

及
び

「１
人

当
た

り
平

均
効

果
日

数
（効

果
日

数
計

）Ｈ
」欄

は
，

別
紙

３
の

各
福

祉
事

務
所

の
１

人
当

た
り

平
均

欄
（括

弧
内

は
別

紙
３

の
各

福
祉

事
務

所
の

計
欄

）と
一

致
す

る
こ

と
。

指
導

対
象

者
数

備
考

１
人

当
た

り
平

均
効

果
月

数

う
ち

筋
骨

格
系

・
結

合
組

織

受
診

状
況

把
握

対
象

者
数

（指
導

台
帳

の
記

載
人

数
）

　
（改

善
に

よ
り

指
導

台
帳

か
ら

  
削

除
さ

れ
た

者
も

含
む

。
）

う
ち

改
善

さ
れ

た
者

平
成

　
　

年
度

　
頻

回
受

診
者

に
対

す
る

適
正

受
診

指
導

結
果

に
つ

い
て

計

１
人

当
た

り
平

均
効

果
日

数
効

果
月

・１
人

当
た

り
効

果
日

う
ち

筋
骨

格
系

・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織

福
祉

事
務

所
名

主
治

医
訪

問
等

の
結

果
、

指
導

対
象

外
と

な
っ

た
者

指
導

実
施

者
数

や
む

を
得

な
い

理
由

（
※

）に
よ

り
指

導
が

実
施

で
き

な
い

者

う
ち

筋
骨

格
系

・
結

合
組

織
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別
紙

４
－

２

（
都

道
府

県
・
市

）
　

名

人
数

人
数

人
数

人
数

人
数

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ａ
－

Ｂ
－

Ｃ

※
　

指
導

を
行

う
前

に
指

導
対

象
者

が
入

院
し

た
場

合
、

治
ゆ

に
よ

り
指

導
対

象
者

が
通

院
を

終
了

し
た

場
合

、
指

導
対

象
者

が
保

護
廃

止
と

な
っ

た
場

合
等

で
あ

る
。

（注
）

「１
人

当
た

り
平

均
効

果
月

数
（効

果
月

数
計

）Ｇ
」欄

及
び

「１
人

当
た

り
平

均
効

果
日

数
（効

果
日

数
計

）
Ｈ

」
欄

は
，

別
紙

３
の

各
福

祉
事

務
所

の
１

人
当

た
り

平
均

欄
（括

弧
内

は
別

紙
３

の
各

福
祉

事
務

所
の

計
欄

）と
一

致
す

る
こ

と
。

う
ち

筋
骨

格
系

・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織

平
成

　
　

年
度

　
頻

回
受

診
者

に
対

す
る

適
正

受
診

指
導

結
果

に
つ

い
て

福
祉

事
務

所
名

受
診

状
況

把
握

対
象

者
数

（指
導

台
帳

に
記

載
さ

れ
て

い
る

者
の

う
ち

、
15

日
以

上
受

診
し

て
い

る
月

が
3ヶ

月
以

上
続

い
て

い
る

者
の

人
数

）
　

（改
善

に
よ

り
指

導
台

帳
か

ら
  

削
除

さ
れ

た
者

も
含

む
。

）

主
治

医
訪

問
等

の
結

果
、

指
導

対
象

外
と

な
っ

た
者

や
む

を
得

な
い

理
由

（※
）に

よ
り

指
導

が
実

施
で

き
な

い
者

指
導

対
象

者
数

指
導

実
施

者
数

備
考

う
ち

改
善

さ
れ

た
者

計

う
ち

筋
骨

格
系

・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
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別
紙
４
－
３

（
都
道
府
県
・
市
）
　
名

人
数

人
数

人
数

人
数

Ａ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

Ｆ
Ａ
－
Ｃ

※
　
指
導
を
行
う
前
に
指
導
対
象
者
が
入
院
し
た
場
合
、
治
ゆ
に
よ
り
指
導
対
象
者
が
通
院
を
終
了
し
た
場
合
、
指
導
対
象
者
が
保
護
廃
止
と
な
っ
た
場
合
等
で
あ
る
。

う
ち
筋
骨
格
系
・
結

合
組
織

平
成
　
　
年
度
　
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
適
正
受
診
指
導
結
果
に
つ
い
て

福
祉
事
務
所
名

前
々
年
度
の
指
導
実
施
者
の
う

ち
前
々
年
度
に
お
い
て
改
善
さ

れ
な
か
っ
た
者

や
む
を
得
な
い
理
由
（
※
）
に
よ

り
指
導
が
実
施
で
き
な
い
者

指
導
対
象
者
数

指
導
実
施
者
数

備
考

う
ち
改
善
さ
れ
た
者

計

う
ち
筋
骨
格
系
・
結

合
組
織

う
ち
筋
骨
格
系
・
結

合
組
織

う
ち
筋
骨
格
系
・
結

合
組
織

う
ち
筋
骨
格
系
・
結

合
組
織
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別
紙

４
－

４

（
都

道
府

県
・市

）　
名

人
数

人
数

人
数

人
数

人
数

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

（効
果

月
数

（
効

果
日

数
Ａ

－
Ｂ

－
Ｃ

Ｇ
Ｈ

Ｈ
／

Ｇ

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

（　
）

（
　

）

―
―

―

（　
）

（
　

）
（
　

）

※
　

指
導

を
行

う
前

に
指

導
対

象
者

が
入

院
し

た
場

合
、

治
ゆ

に
よ

り
指

導
対

象
者

が
通

院
を

終
了

し
た

場
合

、
指

導
対

象
者

が
保

護
廃

止
と

な
っ

た
場

合
等

で
あ

る
。

（注
）

「１
人

当
た

り
平

均
効

果
月

数
（効

果
月

数
計

）Ｇ
」欄

及
び

「１
人

当
た

り
平

均
効

果
日

数
（効

果
日

数
計

）Ｈ
」欄

は
，

別
紙

３
の

各
福

祉
事

務
所

の
１

人
当

た
り

平
均

欄
（括

弧
内

は
別

紙
３

の
各

福
祉

事
務

所
の

計
欄

）と
一

致
す

る
こ

と
。

計

１
人

当
た

り
平

均
効

果
日

数
効

果
月

・１
人

当
た

り
効

果
日

う
ち

筋
骨

格
系

・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織
う

ち
筋

骨
格

系
・
結

合
組

織

平
成

　
　

年
度

　
頻

回
受

診
者

に
対

す
る

適
正

受
診

指
導

結
果

に
つ

い
て

福
祉

事
務

所
名

受
診

状
況

把
握

対
象

者
数

（指
導

台
帳

の
記

載
人

数
）

　
（改

善
に

よ
り

指
導

台
帳

か
ら

  
削

除
さ

れ
た

者
も

含
む

。
）

主
治

医
訪

問
等

の
結

果
、

指
導

対
象

外
と

な
っ

た
者

や
む

を
得

な
い

理
由

（
※

）に
よ

り
指

導
が

実
施

で
き

な
い

者
指

導
対

象
者

数
指

導
実

施
者

数

備
考

う
ち

改
善

さ
れ

た
者

１
人

当
た

り
平

均
効

果
月

数
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8.頻回受診者に対する適正受診指導にかかる

調査について 

（厚生労働省社会・援護局保護課医療係事務

連絡）【案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事 務 連 絡                               

平成２９年○月○日 

      都道府県  

 各 指定都市  生活保護担当課 御中 

      中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局保護課医療係  

 

頻回受診者に対する適正受診指導にかかる調査について 

 

 平素より、生活保護行政の推進につき格別のご協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

 さて、生活保護制度における頻回受診者につきましては、かねてより実効性

のある改善策を検討し、必要な措置を講ずるよう指摘を受けているところです。 

 このため、毎年度「頻回受診者に対する適正受診指導について」（平成 14年

3 月 22 日付社援保発第 0322001 号）にて、頻回受診者に対する適正受診指導結

果の報告をいただいているところですが、平成 27年度にご報告いただいた指導

実施者数のうち、改善されなかった者について、その詳細を調査させていただ

きたく存じます。 

 つきましては、改善されなかった者の詳細について、別添様式にとりまとめ

ていただき、平成 29年 4月末までに、下記、メールアドレスあてご提出願いま

す。 

 

 
【提出先】 

 厚生労働省社会・援護局 

 保護課医療係 大沼、橋本 

 TEL：03-5253-1111（内線 2829） 

MAIL：hogo-iryou@mhlw.go.jp 

-145-



都
道
府
県
・市
　
名

番
号

年
齢

性
別

傷
病
名

診
療
科
目

治
療
内
容

精
神
疾
患

に
よ
る
通

院
の
有
無

指
導
前
の

通
院
日
数

指
導
後
の
通
院

日
数

（3
か
月
平
均
）

適
正
受
診

日
数

頻
回
と
な
っ
て
い
る
理
由

（指
導
に
よ
り
直
ら
な
い
理
由
）

頻
回
受
診
の
適
正
受
診
指
導
状
況
調
査
（未
改
善
者
）
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9.医療扶助における転院を行う場合の対応及び

頻回転院患者の実態把握について 

（平成 26 年 8 月 20 日社援保 0820 第 1 号厚生労

働省社会・援護局保護課長通知）【改正案】 

  



 ○
「
医
療
扶
助
に
お
け
る
転
院
を
行
う
場
合
の
対
応
及
び
頻
回
転
院
患
者
の
実
態
把
握
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
6
年
８
月

2
0
日
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知

 
社
援
保
発

0
8
20

第
１
号
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

  

記
 

  第
１
 
（
略
）

 

 第
２
 
頻
回
転
院
患
者
の
実
態
把
握

 

 
 
頻
回
転
院
患
者
の
実
態
を
把
握
し
、
不
必
要
な
転
院
等
を
是
正
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
対

応
す
る
こ
と
。

 

（
別
紙
）

 

頻
回
転
院
患
者
実
態
把
握
実
施
要
領

 

 １
 
（
略
）

 

 ２
 
対
象
者

 

 
 
各
年
度
に
お
け
る
医
療
扶
助
に
よ
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
、
90

日
間
連
続
し
て
入
院
し
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に

2
回
以
上
の
転
院
が
あ
っ
た
者
と
す
る
。

 

 ３
 
（
略
）

 

 ４
 
実
施
方
法

 

（
１
）
（
略
）

 

（
２
）
書
面
検
討

 

 
 
ア
 
嘱
託
医
は
、
（
１
）
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
要
否
意
見
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
等
に
基
づ

き
、
当
該
患
者
の
今
後
の
援
助
方
針
を
定
め
る
上
に
お
い
て
、
①
入
院
中
の
医
療
機
関
に
お

け
る
入
院
継
続
が
適
切
で
あ
る
も
の
、
②
入
院
の
必
要
性
の
な
い
も
の
、
③
入
院
中
の
医
療

機
関
に
お
け
る
入
院
継
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
主
治
医
の
意
見
を
聞
く
必
要
が
あ
る
も
の

に
分
類
す
る
た
め
の
検
討
を
行
う
こ
と
。

 

な
お
、
嘱
託
医
が
標
榜
し
て
い
な
い
診
療
科
の
診
療
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
当
該
嘱
託

医
に
よ
る
検
討
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
業
務
委
託
医
師
又
は
本
庁
嘱
託
医
が
検
討
す
る
こ

と
。

 

 
 
イ
 
（
略
）

 

（
３
）
実
地
検
討

 

 
 
ア
 
主
治
医
と
の
連
絡

 

 
 
（
ア
）
地
区
担
当
員
は
、
実
態
把
握
対
象
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
患
者
の
う
ち
（
２
）
ア
③
に

該
当
す
る
者
に
つ
い
て
様
式
２
に
準
じ
調
査
票
を
準
備
す
る
と
と
も
に
、
主
治
医
と
連
絡

  

記
 

  第
１
 
（
略
）

 

 第
２
 
頻
回
転
院
患
者
の
実
態
把
握

 

 
 
頻
回
転
院
患
者
の
実
態
を
把
握
し
、
不
必
要
な
転
院
等
を
是
正
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
対

応
す
る
こ
と
。

 

（
別
紙
）

 

頻
回
転
院
患
者
実
態
把
握
実
施
要
領

 

 １
 
（
略
）

 

 ２
 
対
象
者

 

 
 
各
年
度
に
お
け
る
医
療
扶
助
に
よ
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
、
90

日
間
居
宅
に
戻
る
こ
と
な
く

2

回
以
上
続
け
て
転
院
が
あ
っ
た
者
と
す
る
。

 

  ３
 
（
略
）

 

 ４
 
実
施
方
法

 

（
１
）
（
略
）

 

（
２
）
書
面
検
討

 

 
 
ア
 
嘱
託
医
は
、
（
１
）
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
要
否
意
見
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
等
に
基
づ

き
、
当
該
患
者
の
今
後
の
援
助
方
針
を
定
め
る
上
に
お
い
て
、
①
入
院
中
の
医
療
機
関
に
お

け
る
入
院
継
続
が
適
切
で
あ
る
も
の
又
は
入
院
の
必
要
性
の
な
い
も
の
、
②
入
院
中
の
医
療

機
関
に
お
け
る
入
院
継
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
主
治
医
の
意
見
を
聞
く
必
要
が
あ
る
も
の

に
分
類
す
る
た
め
の
検
討
を
行
う
こ
と
。

 

な
お
、
嘱
託
医
が
標
榜
し
て
い
な
い
診
療
科
の
診
療
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
当
該
嘱
託

医
に
よ
る
検
討
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
業
務
委
託
医
師
又
は
本
庁
嘱
託
医
が
検
討
す
る
こ

と
。

 

 
 
イ
 
（
略
）

 

（
３
）
実
地
検
討

 

 
 
ア
 
主
治
医
と
の
連
絡

 

 
 
（
ア
）
地
区
担
当
員
は
、
実
態
把
握
対
象
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
患
者
の
う
ち
（
２
）
ア
②
に
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を
と
り
、
当
該
患
者
の
支
援
に
お
い
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
こ
と
。
な
お
、

必
要
に
応
じ
て
福
祉
事
務
所
嘱
託
医
等
と
同
行
訪
問
す
る
こ
と
。

 

 
 
（
イ
）
（
略
）

 

  
 
イ
～
ウ

 
（
略
）

 

 （
４
）
～
（
５
）
（
略
）

 

 ６
～
７
（
略
）

 
 

 （
様
式
１
）
 

（
様
式
２
）
 

（
様
式
３
）
 

（
参
考
様
式
）

 

   

該
当
す
る
者
に
つ
い
て
様
式
２
に
準
じ
調
査
票
を
準
備
す
る
と
と
も
に
、
主
治
医
と
連
絡

を
と
り
、
当
該
患
者
の
支
援
に
お
い
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
こ
と
。
な
お
、

必
要
に
応
じ
て
福
祉
事
務
所
嘱
託
医
等
と
同
行
訪
問
す
る
こ
と
。

 

 
 
（
イ
）
（
略
）

 

  
 
イ
～
ウ

 
（
略
）

 

 （
４
）
～
（
５
）
（
略
）

 

 ６
～
７
（
略
）

 
 

 （
様
式
１
）

 

（
様
式
２
）

 

（
様
式
３
）

 

（
参
考
様
式
）
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様式３

１　書類検討及び措置状況

(a+b+c) a b
c

(d+j)
d e f

g
(h+i)

h i j

※（１）については機械的に抽出するもの。

２．施設の種類別入所状況（再掲）

(2)
(1)

⑵
の
う
ち
嘱
託
医
等
に
よ
る
検
討
の
結
果
、
明
ら
か
に
入
院
の
必

要
性
が
な
い
と
さ
れ
た
も
の

(7)直
近
の
転
院
に
つ
い
て
、
転
院
事
由
発
生
の
書
面
連
絡
が
事
前
に
な

か
っ
た
も
の

前回報告分中未措置と
なっていた者

計

書
類
検
討
総
数

（
九
十
日
間
連
続
し
て
入
院
し
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
間
２
回
以
上
転
院
が
あ
っ
た

者
）

(5)

居
宅
保
護

施
設
入
所
　
Ａ

⑵
の
う
ち
嘱
託
医
等
に
よ
る
検
討
の
結
果
、
主
治
医
等
と
意
見
調

整
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の

(6)(3)

⑵
の
う
ち
嘱
託
医
等
に
よ
る
検
討
の
結
果
、
入
院
中
の
医
療
機
関

に
お
け
る
入
院
継
続
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の

(4)

施
設
の
種
類

⑷
の
う
ち
未
措
置
の
患
者
数

今回報告分

小
計

今回報告分に係る状況

前回未措置分

そ
の
他

他
法
へ
の
移
替

⑹
の
う
ち
主
治
医
等
と
意
見
調
整
を
行
っ
た
も
の

(8) (9)

⑺
の
結
果
入
院
中
の
医
療
機
関
に
お
け
る
入
院
継
続
が
適
切

で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の

⑺
の
結
果
他
の
医
療
機
関
へ
の
転
院
の
必
要
が
あ
る
と
さ
れ

た
者

計（＝1のＡ）

計

⑹
の
う
ち
主
治
医
等
と
意
見
調
整
を
行
っ
て
い
な
い
も
の

(14)

⑼
の
う
ち
未
措
置
の
患
者
数

(10)
(11)

退　院　又　は　移　替　え　等

(12)　(11) の う ち 措 置 状 況　

⑾
の
う
ち
未
措
置
の
患
者
数

(13)
⑺
の
結
果
、
医
療
扶
助
に
よ
る
入
院
の
必
要
が
な
い
と
さ
れ

た
者
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10.医療扶助の適正実施に関する指導監査等につ
いて 

（厚生労働省社会・援護局保護課長通知）【案】 
 

  



 

                                                         社援保発    第 号 

平 成 ２９ 年３ 月  日 

 

 

   都道府県 

 各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

   中 核 市 

 

                                      厚生労働省社会・援護局保護課長 

                    （ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療扶助の適正実施に関する指導監査等について 

 

 

 平素より生活保護行政の推進に御尽力を賜り、御礼申し上げます。 

 標記について、下記のとおり行うこととしたので、御了知いただき、医療扶助の運営

について一層適正な処理にあたられるよう管内福祉事務所に対し周知徹底いただくよ

う、御協力をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 平成２９年度の地方厚生局における指導監査について 

 

（１）自立支援医療の適用状況に関する監査 

平成２９年度においても自立支援医療の適用状況に着目した監査を実施するが、

監査内容については、以下の通りとする。 

① 都道府県・指定都市・中核市本庁（以下「都道府県等本庁」という。）におい

ては、別紙様式１「自立支援医療制度の活用徹底に関する取組状況」を作成し、

地方厚生局が指定する日を期限として、地方厚生局あて提出すること。なお、作

成にあたっては、平成２８年度の状況を記載し、平成２９年度に改善や見直しが

あったものについては、併せてその旨を記載すること。 

② 監査当日は、提出された資料を基に、福祉事務所における自立支援医療制度の

活用が徹底されているか等、主として「生活保護制度における他法他施策の適正

な活用について」（平成 22 年 3月 24 日社援保発 0324 第 1 号本職通知）に示す取

組の実施状況についてヒアリングを行う。 

 

（２）向精神薬の重複処方の改善状況に関する監査 
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平成２９年度においても向精神薬の重複処方の改善状況に着目した監査を実施す

るが、監査方法については、以下の通りとする。 

①  都道府県等本庁においては、平成２９年１月基金審査分のレセプト（紙レセ

プト分を含み、連名簿分を除く。）のうち、「同一月に複数の医療機関から向

精神薬を重複して処方されている者」の台帳(別紙様式２）を作成し、平成２９

年５月末日を期限として当職あて提出すること。 

なお、当職あてに提出する台帳（別紙様式２）は、「是正改善措置状況」に

ついては記入する必要がないこと。 

② また、地方厚生局が指定する日を期限として、各都道府県等本庁が保有する別

紙様式２、別紙様式３及び別紙様式４を記入の上、地方厚生局あて提出すること。

なお、別紙様式４の作成にあたっては、平成２８年度の状況を記載し、平成２９

年度に改善や見直しがあったものについては、併せてその旨を記載すること。 

③ 監査当日は、提出された資料を基に、「是正改善措置状況」及び「向精神薬の

重複処方等における適正受診の徹底に関する取組状況」の内容についてヒアリン

グを行う。 

 

（３）指定医療機関に対する指導等の実施状況に関する監査 

平成２９年度においても都道府県等本庁の指定医療機関に対する指導等の実施状

況に着目した監査を実施する。 

監査方法については、以下の通りとする。 

① 都道府県等本庁においては、別紙様式５「指定医療機関への指導等の状況」を

作成し、地方厚生局が指定する日を期限として、地方厚生局あて提出すること。 

  なお、作成にあたっては、記載時点での状況等を記載すること。 

② 監査当日は、提出された資料を基に、「生活保護法による医療扶助運営要領に

ついて」（昭和 36 年 9 月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）に則り、適切

に指定医療機関に対する指導等が実施されているか等についてヒアリングを行

う。 

 

２ 向精神薬の重複処方の改善状況の報告について 

上記１（２）①にて、当職あて提出した台帳（別紙様式２）に掲載された全ての者

の平成３０年３月末現在までの改善状況について、別紙様式６に記入の上、平成３０

年６月末日まで当職あて提出するようお願いする。 
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福祉事務所名 整備予定等

　自立支援医療制度の活用徹底に関する課題・問題点、福祉事務所における精神通院医療の活用徹底に関する取組状
況、その他福祉事務所における優良取組事例など（自由記載）。

２．指導方針及び指導状況

　更生医療に係る自立支援給付の優先活用についての検討及び確認台帳の整備等について、本庁が監査する際の指導方
針及び指導状況を記載すること。

３．レセプト審査における取組状況

　本庁におけるレセプト審査における、自立支援医療の適用の可能性に関する審査の実施状況について記載すること。

４．その他

自立支援医療制度の活用徹底に関する取組状況

（都道府県・指定都市・中核市 名）

１．確認台帳の整備状況に関する指導状況等

　「生活保護制度における他法他施策の適正な活用について」（平成22年3月24日社援保発0324第1号厚生労働省社会・
援護局保護課長通知）に基づく「自立支援医療適用確認台帳」の福祉事務所における整備状況に関し、当該台帳が未整
備の実施機関がある場合、指導状況及び整備予定等について記載すること。

指導状況

別紙様式１ 
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○
○

県

医
薬

品
名

使
用

量
点

数
回

数
使

用
量

×
回

数

点
数

×
回

数

番 号
具

体
的

な
内

容

○
○

病
院

ハ
ル

シ
オ

ン
0
.
2
5
m
g
錠

1
2

1
4

1
4

2
8

□
□

ク
リ

ニ
ッ

ク
マ

イ
ス

リ
ー

錠
5
ｍ

ｇ
1

1
0

7
7

7
0

○
○

病
院

ハ
ル

ラ
ッ

ク
錠

0
.
2
5
ｍ

ｇ
1

1
2
8

2
8

2
8

△
△

ク
リ

ニ
ッ

ク
◇

◇
◇

散
1
%

3
5

2
8

8
4

1
4
0

○
○

病
院

○
○

○
錠

3
m
g

3
1
0

2
1

6
3

2
1
0

×
×

ク
リ

ニ
ッ

ク
▲

▲
▲

注
 
1
0
%
 
1
m
l
 
1
管

1
1

1
4

1
4

1
4

○
○

病
院

○
○

○
錠

3
m
g

1
4

3
1

1
4

3

×
×

ク
リ

ニ
ッ

ク
▲

▲
▲

注
 
1
0
%
 
1
m
l
 
1
管

3
1
2

1
4

4
2

1
6
8

計
4

（
留
意
事
項
）

　
　
①
 適

切
な
受

診
で

あ
っ

た
場

合
　

⇒
　

「
１

」
及

び
「

適
切

と
判

断
さ

れ
た

理
由

」
 を

記
入

。

　
　
②
 不

適
切
な

受
診

で
あ

っ
た

た
め

、
被

保
護

者
へ

指
導

を
行

い
、

す
で

に
改

善
し

た
場

合
　

⇒
　

「
２

」
 
及
び
「
不
適
切
な
受
診
の
内
容
及
び
改
善
後
の
状
況
」
を
記
入
。

　
　
③
 不

適
切
な

受
診

で
あ

っ
た

た
め

、
被

保
護

者
へ

指
導

中
の

場
合

　
⇒

　
「

３
」

 及
び

「
不

適
切

な
受

診
の
内
容
及
び
指
導
状
況
」
を
記
入
。

　
　
④
 不

適
切
な

受
診

が
確

認
さ

れ
た

が
、

保
護

廃
止

等
に

よ
り

指
導

す
る

に
至

ら
な

か
っ

た
場

合
　

⇒
　

「
４
」
 
及
び
「
不
適
切
な
受
診
の
内
容
及
び
保
護
廃
止
等
指
導
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
」
を
記
入
。

２
　
電
子
レ
セ
プ

ト
を

活
用

し
た

向
精

神
薬

が
複
数

医
療

機
関

か
ら

処
方

さ
れ

て
い

る
レ

セ
プ

ト
の

抽
出

方
法

（
操
作
手
順
）
は
、
「
医
療
扶
助
適
正
化
に
関
す
る
電
子
レ
セ
プ
ト
活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
 
第
二
版
（
平
成

　
２
５
年
３
月
）

」
の

Ｐ
７

４
～

８
２

を
参

考
と
す

る
こ

と
。

３
　
「
使
用
量
」

欄
に

は
、

内
服

薬
は

１
日

分
量
、

内
服

用
滴

剤
、

注
射

薬
及

び
外

用
薬

は
投

与
総

量
、

屯
服

薬
は
１
回
分
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
　
「
是
正
改
善

措
置

状
況

」
欄

に
は

、
主

治
医
訪

問
、

嘱
託

医
協

議
等

に
よ

り
、

当
該

重
複

処
方

に
つ

い
て

内
容
の
適
否
を
審
査
し
た
結
果
及
び
不
適
切
な
受
診
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
福
祉
事
務
所
に
て
行
っ
た

　
指
導
指
示
状
況

等
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

記
入
す

る
こ

と
。

５
　
本
台
帳
は
、

「
都

道
府

県
･指

定
都

市
・

中
核

市
名

」
「

福
祉

事
務

所
名

」
「

ケ
ー

ス
番

号
」

「
受

診
医

療
機
関
」
「
処
方
さ
れ
て
い
る
向
精
神
薬
」
を
記
入
し
、
平
成
２
９
年
５
月
末
日
ま
で
に
厚
生
労
働
省

　
社
会
･援

護
局
保

護
課

あ
て

提
出

す
る

こ
と

。
　

　
な
お
、
「
是

正
改

善
措

置
状

況
」

は
、

地
方
厚

生
局

が
指

定
す

る
日

ま
で

に
記

入
す

る
こ

と
。

１
　
本
台
帳
の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

当
該

向
精
神

薬
の

処
方

に
か

か
る

費
用

を
、

生
活

保
護

の
医

療
扶

助
で

負
担
し
て
い
る
者
を
対
象
と
し
、
平
成
２
９
年
１
月
基
金
審
査
分
の
レ
セ
プ
ト
（
紙
レ
セ
プ
ト
分
を

  
含
み
、
連
名
簿

分
を

除
く

）
の

う
ち

、
同

一
月
に

複
数

の
医

療
機

関
か

ら
向

精
神

薬
（

別
添

を
参

照
）

を
重

複
し
て
処
方
さ
れ
て
い
る
全
て
の
者
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

×
×

市
×

×
×

×
×

3
頻

回
受

診
に

よ
り

、
薬

を
大

量
入

手
し

て
い

た
。

○
○

病
院

と
×

×
ク

リ
ニ

ッ
ク

の
医

師
へ

相
談

の
結

果
、

現
在

は
、

○
○

病
院

の
み

受
診

す
る

よ
う

指
導

し
て

い
る

。

×
×

市
◆

◆
◆

◆
◆

4
頻

回
受

診
に

よ
り

、
薬

を
大

量
入

手
し

て
い

た
。

平
成

２
５

年
３

月
３

０
日

死
亡

に
よ

り
保

護
廃

止
。

○
○

福
祉

事
務

所
○

○
○

○
○

1
月

の
途

中
で

受
診

医
療

機
関

の
変

更
が

あ
っ

た
た

め
で

あ
り

、
処

方
内

容
・

処
方

量
は

適
切

で
あ

っ
た

。

△
△

福
祉

事
務

所
△

△
△

△
△

2
重

複
受

診
に

よ
り

、
同

一
効

能
の

薬
を

大
量

入
手

し
て

い
た

。
入

手
し

た
薬

は
、

自
宅

に
保

管
さ

れ
て

い
た

。
主

治
医

へ
相

談
し

過
剰

分
は

廃
棄

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。
現

在
は

、
○

○
病

院
の

み
受

診
し

て
い

る
。

向
精

神
薬

の
重

複
処

方
の

改
善

状
況

【
個

別
表

】

（
都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
 名

）

福
祉

事
務

所
名

ケ
ー

ス
番

号
受

診
医

療
機

関

処
方

さ
れ

て
い

る
向

精
神

薬
是

正
改

善
措

置
状

況

別
紙
様
式
２
 

記
 
載

 
例
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医
薬

品
名

使
用

量
点

数
回

数
使

用
量

×
回

数

点
数

×
回

数

番 号
具

体
的

な
内

容

計

（
留
意
事
項
）

　
　
①
 適

切
な
受

診
で

あ
っ

た
場

合
　

⇒
　

「
１

」
及

び
「

適
切

と
判

断
さ

れ
た

理
由

」
 を

記
入

。

　
　
②
 不

適
切
な

受
診

で
あ

っ
た

た
め

、
被

保
護

者
へ

指
導

を
行

い
、

す
で

に
改

善
し

た
場

合
　

⇒
　

「
２

」
 
及
び
「
不
適
切
な
受
診
の
内
容
及
び
改
善
後
の
状
況
」
を
記
入
。

　
　
③
 不

適
切
な

受
診

で
あ

っ
た

た
め

、
被

保
護

者
へ

指
導

中
の

場
合

　
⇒

　
「

３
」

 及
び

「
不

適
切

な
受

診
の
内
容
及
び
指
導
状
況
」
を
記
入
。

　
　
④
 不

適
切
な

受
診

が
確

認
さ

れ
た

が
、

保
護

廃
止

等
に

よ
り

指
導

す
る

に
至

ら
な

か
っ

た
場

合
　

⇒
　

「
４
」
 
及
び
「
不
適
切
な
受
診
の
内
容
及
び
保
護
廃
止
等
指
導
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
」
を
記
入
。

向
精

神
薬

の
重

複
処

方
の

改
善

状
況

【
個

別
表

】

（
都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
 名

）

福
祉

事
務

所
名

ケ
ー

ス
番

号
受

診
医

療
機

関

処
方

さ
れ

て
い

る
向

精
神

薬
是

正
改

善
措

置
状

況

２
　
電
子
レ
セ
プ

ト
を

活
用

し
た

向
精

神
薬

が
複
数

医
療

機
関

か
ら

処
方

さ
れ

て
い

る
レ

セ
プ

ト
の

抽
出

方
法

（
操
作
手
順
）
は
、
「
医
療
扶
助
適
正
化
に
関
す
る
電
子
レ
セ
プ
ト
活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
 
第
二
版
（
平
成

　
２
５
年
３
月
）

」
の

Ｐ
７

４
～

８
２

を
参

考
と
す

る
こ

と
。

３
　
「
使
用
量
」

欄
に

は
、

内
服

薬
は

１
日

分
量
、

内
服

用
滴

剤
、

注
射

薬
及

び
外

用
薬

は
投

与
総

量
、

屯
服

薬
は
１
回
分
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
　
「
是
正
改
善

措
置

状
況

」
欄

に
は

、
主

治
医
訪

問
、

嘱
託

医
協

議
等

に
よ

り
、

当
該

重
複

処
方

に
つ

い
て

内
容
の
適
否
を
審
査
し
た
結
果
及
び
不
適
切
な
受
診
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
福
祉
事
務
所
に
て
行
っ
た

　
指
導
指
示
状
況

等
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

記
入
す

る
こ

と
。

５
　
本
台
帳
は
、

「
都

道
府

県
･指

定
都

市
・

中
核

市
名

」
「

福
祉

事
務

所
名

」
「

ケ
ー

ス
番

号
」

「
受

診
医

療
機
関
」
「
処
方
さ
れ
て
い
る
向
精
神
薬
」
を
記
入
し
、
平
成
２
９
年
５
月
末
日
ま
で
に
厚
生
労
働
省

　
社
会
･援

護
局
保

護
課

あ
て

提
出

す
る

こ
と

。
　

　
な
お
、
「
是

正
改

善
措

置
状

況
」

は
、

地
方
厚

生
局

が
指

定
す

る
日

ま
で

に
記

入
す

る
こ

と
。

１
　
本
台
帳
の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

当
該

向
精
神

薬
の

処
方

に
か

か
る

費
用

を
、

生
活

保
護

の
医

療
扶

助
で

負
担
し
て
い
る
者
を
対
象
と
し
、
平
成
２
９
年
１
月
基
金
審
査
分
の
レ
セ
プ
ト
（
紙
レ
セ
プ
ト
分
を

  
含
み
、
連
名
簿

分
を

除
く

）
の

う
ち

、
同

一
月
に

複
数

の
医

療
機

関
か

ら
向

精
神

薬
（

別
添

を
参

照
）

を
重

複
し
て
処
方
さ
れ
て
い
る
全
て
の
者
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

別
紙
様
式
２
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（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

 名
）

②
被

保
護

者
へ

指
導

を
行
い

、
す

で
に

改
善

し
た
場

合

③
被

保
護

者
へ

指
導

中
の

場
合

④
保

護
廃

止
等

に
よ

り
指

導
す

る
に

至
ら

な
か

っ
た

場
合

0

（
留

意
事

項
）

２
　

本
調

書
は

、
地

方
厚

生
局

が
指
定

す
る

日
ま

で
に

記
入

す
る

こ
と

。

向
精
神
薬
の
重
複
処
方
の
改
善
状
況
【
総
括
表
】

①
適

切
な

受
診

で
あ

っ
た

者
（

人
）

不
適

切
な

受
診

で
あ

っ
た

者
（

人
）

合
計

１
　

本
調

書
は

、
別

紙
様

式
２

の
「
是

正
改

善
措

置
状

況
」

欄
よ

り
、

①
か

ら
④

ま
で

の
該

当
者

の
人

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

別
紙
様
式
３
 

地
方
厚
生
局
監
査
用
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向精神薬の重複処方における適正受診の徹底に関する取組状況

（都道府県・指定都市・中核市 名）

１．向精神薬等における適正受診指導に関する取組状況

　 以下の通知に基づき実施している取組（本庁及び管内福祉事務所）について記載すること。
（１）「生活保護法の医療扶助の適正な運営について」（平成23年3月31日社援保発0331第5号厚生労働省社会・援護局
　　保護課長通知）の「２　向精神薬等における適正受診の徹底」
（２）「生活保護法の医療扶助における向精神薬の重複処方の適正化等について」（平成28年3月31日社援保発0331第12
　　号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

２．指導方針及び指導状況

　向精神薬の重複処方における適正受診について、本庁が監査する際の指導方針及び指導状況を記載すること。

３．その他

　向精神薬の重複処方における適正受診の徹底に関する課題・問題点、本庁・管内福祉事務所における優良取組事例な
ど（自由記載）。

別紙様式４ 地方厚生局監査用 

-157-



自治体名 ：

担当者氏名・連絡先 ：

： 有 ※添付書類は本調査票と一緒にメールで提出してください。

回答

医科（病院） 131

医科（診療所） 2,223

歯科 1,679

薬局 1,208

・本庁医系職員（１名）、嘱託医（２名）
・医療扶助担当職員（２名）
・事務嘱託職員（１名）　　　　　　　　　　　等

・有

平成２８年度 随時（新規指定の計68医療機関に実施）

平成２９年度 2回（医師会の会議に出席した医療機関（計５００）を対象）

-

・新規指定医療機関等に対して、医療扶助事務等に関するパンフレットを送付。
・地区医師会の会議に説明時間を設けてもらい、パンフレットの配布と併せて医療扶助事務に関する留
意事項の説明や協力依頼等を実施。
・全ての医療機関に対し、後発医薬品の使用促進に関するリーフレットを送付。　　等

平成２８年度　計 20

　（内訳）医科：病院 10

　（内訳）医科：診療所 10

　（内訳）歯科 0

　（内訳）薬局 0

平成２９年度　計 25（実施済20・実施予定5）

　（内訳）医科：病院 5

　（内訳）医科：診療所 15（実施済10・実施予定5）

　（内訳）歯科 5

　（内訳）薬局 0

・指導担当の医師の確保ができない
・他業務により指導業務に人員が割けない
・関係団体との調整がつかない　　　　　　等

有

・前年度末（３月）に対象医療機関を決定。
・個別指導が年度後半実施のため、概ね８月頃に決定　　等

・福祉事務所から○件ずつ指導対象候補（※）を提出。
※福祉事務所における選定方法
      ・請求内容に特徴のある医療機関
　　　・医療扶助事務への理解が薄い（要否意見書の提出が遅い）医療機関
・毎年度、一般病院、精神病院各１機関とし、実態としては輪番となっている　等

・選定にあたり被保護者の請求割合が高い医療機関をピックアップしている。
・福祉事務所における選定方法に請求内容に特徴のある医療機関を含めている。
・特段、活用していない。　　等

支払基金提供データ
（平成28年12月20日付事務連絡
により連絡しているもの）

有

電子レセプトシステムに
よる分析（抽出）結果

無

・嘱託医、担当課長を含めた「選定委員会」により決定している。
・担当職員が嘱託医と相談の上、決定案を作成し、決裁により決定している。　等

・選定に当たっては、特段の調整は行っていない。
・決定後に対象医療機関リストを関係団体へ報告。
・決定に当たっては、関係団体との協議が必要　　等

Ⅰ
管内の指定医療機関数
（Ｈ２９．４．１現在）

種
別

　
Ⅲ
　
一
般
指
導

①　一般指導の実施状況
※平成２９年度は予定を含む

②　上記①2８年度、2９年度いずれか又は両方の実績がな
い場合、一般指導を実施していない理由

③　一般指導の実施方法、具体的内容

　
Ⅱ
　
体
制
等

①　指定医療機関の指導等業務に関する体制について

②　指導検査に関する実施要領等の策定の有無

　
Ⅳ
　
個
別
指
導 ①　個別指導の実施件数

※平成２９年度は予定を含む

②　上記①2８年度、2９年度いずれか又は両方の実績がな
い場合、個別指導を実施していない理由

③　個別指導対象医療機関の選定

調査事項

指定医療機関への指導等の状況

〇〇県

社会福祉課　〇〇　〇〇　（△△△-△△△－△△△△）

指導実施要領等の添付の有無

③ａ　選定に関する規程等の有無
※実施要領等への記載を含む

③ｃ　選定の方法

③ｄ　支払基金から提供されるデータ等の活用の有無・状況
※医療扶助運営要領第６－１－（３）－イ－（ア）ｄ

③ｆ　関係団体との調整

③ｂ　選定の時期

③ｅ　決定におけるプロセス
※医療扶助運営要領第６－１－（３）－イ－（ウ）

記載例 
別紙様式５ 
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・概ね６～１２月。
・概ね１０月から実施。　　　　　　等

・有：概ね２か月前に調整。
・無　　　　　　　　　　　　　　　　等

・医療機関への実施通知発出は１か月前。
・通知への記載事項は添付資料を参照。

・管理者、担当医、請求事務担当者　　等

・指定医療機関の現況
　（職員の配置状況、入院基本料等に関する事項）
・日用品費に関する状況　　等

・レセプトから一定の基準に基づき指導対象ケース（患者）を選定。（選定件数：○件）
　基準：稼働年齢層、病名から判断して通院日数が多いなど
・全ケースのレセプトを嘱託医に渡し、当日の確認は嘱託医に委ねている。　　等

・有：医療機関への指導対象患者の通知は１週間前。
・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・平均個別指導時間：４時間、病院４時間・診療所２時間　等
・指導場所：医療機関、民間ビルの会議室　等

・本庁医系職員　１名
・本庁医療扶助担当職員　１名
・管轄福祉事務所　（医療扶助担当職員１名　嘱託医１名）

・有：関係団体の立会は必須事項となっている。
・有：基本的に立会するルールとなっているが必須ではない。
・無：嘱託医が県医師会からの推薦であるため。
・無：関係団体との協議により立会は不要と整理されている。
・無：従前からの整理であり、団体との調整も行っていない。　等

・診療録の記載不備などについて指導している。
・診療報酬の算定に関することについて指導している。
・個別の治療内容や、検査の必要性などの確認を行っている。　等

・診療報酬の算定について適正なものとなっているか確認している。
・患者の処遇を確保する観点から、医師や看護師の勤務状況について確認している。　等

福祉事務所からの事前情報提供を踏まえ、要否意見書の記載不備や提出が遅い、レセプトの受給者
番号が昔の番号を使っている等の指摘や協力依頼を行っている。　等

・当該福祉事務所の委託患者に関する受診状況の確認。
・指導に同行させているが、特段の役割はなし。　　等

・有：個別指導調書として所定の様式を定めている。
・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・有：口頭により重要な指摘のみ伝達。
・無：後日、文書で行うことの教示のみ　　　等

・全て指導結果通知を発出している。
・是正改善事項がある場合のみ通知を発出している。

・是正改善事項は必ず文書により指摘し、改善状況報告を求めている。
・個別指導時に口頭指導するのみで文書通知はしていない。  　等

・発出件数（医療機関数）：Ｈ２８　３件／Ｈ２９　５件
・（実際の指摘事項をいくつか記載）

・請求誤りが認められた場合には、指導時に確認できたものを過誤調整させている。
・請求誤りが認められた場合には、同様の誤りについて自主点検（過去１年分）の上、返還させている。
・不適切な請求について指導を行うが、返還までは求めていない。

・返還を求めた医療機関数：Ｈ２８　０件／Ｈ２９　２件

⑥ｃ　不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）に
対する是正改善措置

⑥ｂ　指導結果通知の発出の状況

⑤ｇ　指導内容（福祉事務所職員が実施するもの）
※個別指導に福祉事務所職員が同行する場合に限る

④ｄ　医療機関側に求める指導出席者（実施通知記載）
　　⇒通知ひな形の添付でも可
　　⇒通知で示していない場合は指導実績から記載
※医療扶助運営要領第６－１－（４）－イ－（ア）

⑤ａ　指導時間、場所

⑤　個別指導の方法等（指導当日）

⑤ｂ　指導体制

⑤ｃ　関係団体の立会の有無の状況
※「無」の場合には、その理由も記載

⑤ｄ　指導内容（医系職員が実施するもの）

⑤ｅ　指導内容（医療扶助担当職員が実施するもの①）
　・報酬請求、施設基準等に関すること

⑤ｆ　指導内容（医療扶助担当職員が実施するもの②）
　・医療扶助事務に関するもの

⑥ｄ　不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）に
対する是正改善措置の実績及び主な指摘事項例（平成２８・
２９年度）
　⇒医療機関に送付した指摘事項文書の添付でも可。

⑥ｅ　不適切な診療報酬請求に対する返還措置

　
Ⅳ
　
個
別
指
導

④ｅ　事前提出資料の有無
　　　（ある場合には、その内容）
  　⇒提出資料の様式の添付でも可

④ｇ　指導対象ケース（患者）の医療機関への事前連絡

④ｆ　指導対象ケース（患者）の選定方法等

⑤ｈ　個別指導調書・指導チェックリスト等の有無
　　⇒調書・チェックリスト等の添付でも可。

⑥個別指導後の措置

⑥ａ　指導終了時の講評の有無・方法

⑥ｆ　不適切な診療報酬請求に対する返還措置の実績（平
成２８・２９年度）

④ｂ　医療機関との指導日程調整の有無及びその時期

④ｃ　指導実施通知（記載事項・発出時期等）
　　⇒通知ひな形の添付でも可
※医療扶助運営要領第６－１－（４）－イ－（ア）

④ａ　指導実施時期

④　個別指導の方法等（実施計画～指導前準備）
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平成２８年度 1（診療所：１）

平成２９年度 0

・平成22年8月（歯科）

・個別指導時に不正が疑われた医療機関
・外部からの通報
・保険医療機関の指定取消等があった場合には検査を行っている。

・県本庁　（課長1名、医療扶助担当職員１名）
・県医師会１名（立会い）

・検査出席者：管理者、医師、請求事務者　　・検査場所：当該医療機関
・検査回数：５回（うち2回は立入検査）、一回の平均検査時間：４時間
・個別指導時に不正（架空請求）が疑われたため、患者調査を行ったうえで、検査において診療実績を
医師・職員からの聴取、請求関連書類等の確認を行った。

・ほとんど連携ができていない。
・保険医療機関の指定取消等事案について情報提供がある。
・相互の部署において不正が疑われる事案が発生した場合に情報共有を図っている。　　等

・情報提供事案として組織的に管理し、必要に応じ個別指導の対象として検討。
・情報提供事案として管理しているが、個別指導等には反映できていない。　　等

　
Ⅵ
　
そ
の
他

①　国保部局等との連携（指導計画や個別事案の情報共
有等）を行っているか。

③　その他（指導等の実施に当たり苦慮している点　等）

②　不正等の情報提供があった場合の対応

　
Ⅴ
　
検
査

①　検査の実施状況

②　上記①の実績がない場合、直近で検査を行った時期
等

③　検査対象医療機関の選定方法

④　検査の体制

⑤　検査の方法
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自治体名 ：

担当者氏名・連絡先 ：

： ※添付書類は本調査票と一緒にメールで提出してください。

回答

医科（病院）

医科（診療所）

歯科

薬局

平成２８年度

平成２９年度

-

平成２８年度　計

　（内訳）医科：病院

　（内訳）医科：診療所

　（内訳）歯科

　（内訳）薬局

平成２９年度　計

　（内訳）医科：病院

　（内訳）医科：診療所

　（内訳）歯科

　（内訳）薬局

支払基金提供データ
（平成28年12月20日付事務連絡
により連絡しているもの）

電子レセプトシステムに
よる分析（抽出）結果

調査事項

指定医療機関への指導等の状況

指導実施要領等の添付の有無

Ⅰ
管内の指定医療機関数
（Ｈ２９．４．１現在）

種
別

　
Ⅱ
　
体
制
等

①　指定医療機関の指導等業務に関する体制について

②　指導検査に関する実施要領等の策定の有無

　
Ⅲ
　
一
般
指
導

①　一般指導の実施状況
※平成２９年度は予定を含む

②　上記①2８年度、2９年度いずれか又は両方の実績がな
い場合、一般指導を実施していない理由

③　一般指導の実施方法、具体的内容

　
Ⅳ
　
個
別
指
導 ①　個別指導の実施件数

※平成２９年度は予定を含む

②　上記①２８年度、２９年度いずれか又は両方の実績が
ない場合、個別指導を実施していない理由

③　個別指導対象医療機関の選定

③ａ　選定に関する規程等の有無
※実施要領等への記載を含む

③ｂ　選定の時期

③ｃ　選定の方法

③ｄ　支払基金から提供されるデータ等の活用の有無・状況
※医療扶助運営要領第６－１－（３）－イ－（ア）ｄ

③ｅ　決定におけるプロセス
※医療扶助運営要領第６－１－（３）－イ－（ウ）

③ｆ　関係団体との調整

別紙様式５ 
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Ⅳ
　
個
別
指
導

④ｇ　指導対象ケース（患者）の医療機関への事前連絡

④　個別指導の方法等（実施計画～指導前準備）

④ａ　指導実施時期

④ｂ　医療機関との指導日程調整の有無及びその時期

④ｃ　指導実施通知（記載事項・発出時期等）
　　⇒通知ひな形の添付でも可
※医療扶助運営要領第６－１－（４）－イ－（ア）

④ｄ　医療機関側に求める指導出席者（実施通知記載）
　　⇒通知ひな形の添付でも可
　　⇒通知で示していない場合は指導実績から記載
※医療扶助運営要領第６－１－（４）－イ－（ア）

④ｅ　事前提出資料の有無
　　　（ある場合には、その内容）
  　⇒提出資料の様式の添付でも可

④ｆ　指導対象ケース（患者）の選定方法等

⑥ｂ　指導結果通知の発出の状況

⑤　個別指導の方法等（指導当日）

⑤ａ　指導時間、場所

⑤ｂ　指導体制

⑤ｃ　関係団体の立会の有無の状況
※「無」の場合には、その理由も記載

⑤ｄ　指導内容（医系職員が実施するもの）

⑤ｅ　指導内容（医療扶助担当職員が実施するもの①）
　・報酬請求、施設基準等に関すること

⑤ｆ　指導内容（医療扶助担当職員が実施するもの②）
　・医療扶助事務に関するもの

⑤ｇ　指導内容（福祉事務所職員が実施するもの）
※個別指導に福祉事務所職員が同行する場合に限る

⑤ｈ　個別指導調書・指導チェックリスト等の有無
　　⇒調書・チェックリスト等の添付でも可。

⑥個別指導後の措置

⑥ａ　指導終了時の講評の有無・方法

⑥ｃ　不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）に
対する是正改善措置

⑥ｄ　不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）に
対する是正改善措置の実績及び主な指摘事項例（平成２８・
２９年度）
　⇒医療機関に送付した指摘事項文書の添付でも可。

⑥ｅ　不適切な診療報酬請求に対する返還措置

⑥ｆ　不適切な診療報酬請求に対する返還措置の実績（平
成２８・２９年度）
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平成２８年度

平成２９年度

　
Ⅵ
　
そ
の
他

①　国保部局等との連携（指導計画や個別事案の情報共
有等）を行っているか。

②　不正等の情報提供があった場合の対応

③　その他（指導等の実施に当たり苦慮している点　等）

　
Ⅴ
　
検
査

①　検査の実施状況

②　上記①の実績がない場合、直近で検査を行った時期
等

③　検査対象医療機関の選定方法

④　検査の体制

⑤　検査の方法
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Ⅰ　管内の指定医療機関数（Ｈ２９．４．１現在）

Ⅱ　体制等

①指定医療機関の指導等業務に携わる職員

②指導検査に関する実施要領等の策定の有無

Ⅲ　一般指導

①一般指導の実施状況

③一般指導の実施方法、具体的な内容

Ⅳ　個別指導

①個別指導の実施件数

・医師会や厚生局主催の説明会等と併せて実施した場合は、その旨を記入。

　平成29年4月1日現在の医科（病院）、医科（診療所）、歯科、薬局別ごとの指定医療機関数を
記入してください。

　指定医療機関の指導検査業務に携わる職員について、その職種と人数を記入してください。

　指導検査に関する実施要領等を策定している場合は「有」と記入し添付資料として提出してく
ださい（調査票上段の「指導実施要領等の添付の有無」について「有」と記入してください。）。策
定していない場合は「無」と記入してください。

・不特定多数の医療機関を対象に会議や通知等の配布により実施した場合は、実施回数を
記入。

・個別の医療機関を対象として実施した場合は、医療機関数を記入。

②上記①において実績がない場合、一般指導を実施していない理由。

　①において、平成28年度及び29年度のいずれか、又は両方の一般指導の実績がない場合、
実施していない（できない）理由を記入してください。

　実施している内容について、指導対象、説明事項などを記入してください。なお、配布物、指
導プログラムなどの添付でも結構です。（添付の場合は、調査票上段の「指導実施要領等の添
付の有無」について「有」としてください。）

　平成28年度および29年度の一般指導の実施状況について下記に留意して記入してください。

※　平成２９年４月１日現在の指定医療機関数を把握していない場合、直近で把握している数字につ
いて時点を明確にした上で記入してください。

記入要領

　指定医療機関への指導等の状況について、以下の要領に従って、別添の記入例も参考にしつ
つ、記入してください。

　平成28年度及び29年度の個別指導の実施件数（個別指導を行った医療機関数）について、
Ⅰの種別ごとの数及びそれらの合計数を記入してください。
　なお、平成29年度は実施予定も含み、内訳として調査票提出時点での実施済み・実施予定の
件数を記入してください。
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③個別指導対象医療機関の選定

a 選定に関する規程等の有無

b 選定の時期

ｃ 選定の方法

ｄ 支払基金から提供されるデータ等の活用の有無・状況

e 決定におけるプロセス

ｆ 関係団体との調整

②上記①において実績がない場合、個別指導を実施していない理由。

　①において、平成28年度及び29年度のいずれか、又は両方の個別指導の実施実績がない場
合（平成29年度は実施予定もない場合）、個別指導を実施していない（できない）理由を記入し
てください。

　個別指導の対象医療機関の選定について、規程等がある場合には「有」、ない場合には
「無」と記入して下さい。なお、実施要領等に記載がある場合についても「有」と記入してく
ださい。

　個別指導の対象医療機関について選定を行っている時期を記入してください。

（参考）医療扶助運営要領　第６－１－（３）－イ－（ウ）
　選定上の留意点
　指導対象となる指定医療機関の選定にあたっては、指導にあたる職員（以下「指導担当者」とい
う。）のみでなく複数の構成員からなる合議体において決定するなど、組織的に公正な選定を行う
ものとすること。

　個別指導の対象医療機関の選定に関して、どのようなプロセスを経て決定しているか記
入してください。

　個別指導の対象医療機関の選定において、関係団体との調整をどのように行っている
か記入してください。

　個別指導の対象医療機関について、どのように選定を行っているかを記入してください。
なお、福祉事務所から指導対象候補について提出を受け、選定を行っている場合は、福
祉事務所における選定方法について、あわせて記入してください。

　個別指導の対象医療機関の選定に資するデータとして、支払基金から提供されるデー
タ（※１）、電子レセプトシステムによる分析（抽出）結果（※２）の活用の有無及び活用の状
況について記入してください。

（参考）医療扶助運営要領　第６－１－（３）－イ－（ア）ｄ
　社会保険診療報酬支払基金から提供される被保護者に係る診療報酬請求データ又は電子レセ
プトの分析結果等を活用して得られる指定医療機関の特徴（例えば請求全体に占める被保護者
に関する請求割合が高い、被保護者以外と比較して被保護者の診療報酬明細書（調剤報酬明細
書を含む。）の１件あたりの平均請求点数が高い、被保護者の県外受診の割合が高い等）を総合
的に勘案し、個別に内容審査をした上で個別指導が必要と認められる指定医療機関

　「「生活保護受給者に係る医療機関別統計資料　平成28年7月～9月診療分」（社会保険
診療報酬支払基金集計）の送付について」（平成28年12月20日厚生労働省社会・援護局保
護課医療係事務連絡）（毎年発出）において提供している、生活保護受給者のレセプト件数
が多い医療機関等のデータ

※１

※２ 　電子レセプトシステムにおける請求内容に特徴のある医療機関を抽出する機能を活用して
把握した医療機関データ
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④個別指導の方法（実施計画～指導前準備）

ａ 指導実施時期

ｂ 医療機関との指導日程調整の有無及びその時期

ｃ 指導実施通知（記載事項・発出時期等）

ｄ 医療機関側に求める指導出席者（実施通知記載）

ｅ 事前提出資料の有無

ｆ 指導対象ケース（患者）の選定方法等

　年間の個別指導計画における、個別指導の実施時期を記入してください。

　個別指導の日程調整を行っている場合は「有」、行っていない場合は「無」と記入し、
行っている場合には、その時期を記入してください。

　指導実施通知の記載事項及び発出時期等について記入してください。なお、通知のひ
な形の添付でも結構です。（添付の場合は、調査票上段の「指導実施要領等の添付の有
無」について「有」としてください。）

（参考）医療扶助運営要領　第６－１－（４）－イ－（ア）
　実施通知
　厚生労働大臣又は都道府県知事は、指導対象となる指定医療機関を決定したときは、あらかじ
め次に掲げる事項を文書により当該指定医療機関に通知すること。
　なお、共同指導を実施する場合には、当該通知に厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行
うことを明記すること。
ａ　個別指導の目的
ｂ　個別指導の日時及び場所
ｃ　出席者
ｄ　準備すべき書類等

　個別指導の実施に当たり、実施通知に記載している医療機関側に求める指導出席者に
ついて記入してください。なお、通知のひな形の添付でも結構です。（添付の場合は、調
査票上段の「指導実施要領等の添付の有無」について「有」としてください。）
　また、通知で示していない場合には、指導実績から記入してください。

（参考）医療扶助運営要領　第６－１－（４）－イ－（ア）
　実施通知
　厚生労働大臣又は都道府県知事は、指導対象となる指定医療機関を決定したときは、あらかじ
め次に掲げる事項を文書により当該指定医療機関に通知すること。
なお、共同指導を実施する場合には、当該通知に厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行う
ことを明記すること。
ａ　個別指導の目的
ｂ　個別指導の日時及び場所
ｃ　出席者
ｄ　準備すべき書類等

　個別指導に先立ち、指定医療機関が事前に提出すべき資料の有無を記入してくださ
い。また、ある場合には、その内容を記入してください。なお、提出資料の様式の添付でも
結構です。（添付の場合は、調査票上段の「指導実施要領等の添付の有無」について
「有」としてください。）

　個別指導において、対象とするケース（患者）の選定方法等について記入してください。
　選定件数を定めている場合には、その件数も記入してください。明確に件数を定めてい
ない場合には実績に基づき平均的な件数を記入してください。
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ｇ 指導対象ケース（患者）の医療機関への事前連絡

⑤個別指導の方法等（指導当日）

a 指導時間、場所

b 指導体制

ｃ 関係団体の立会の有無

ｄ 指導内容（医系職員が実施するもの）

e 指導内容（医療扶助担当職員が実施するもの①）報酬請求、施設基準等に関すること

ｆ 指導内容（医療扶助担当職員が実施するもの②）医療扶助事務に関すること

ｇ 指導内容（福祉事務所職員が実施するもの）

ｈ 個別指導調書・指導チェックリスト等の有無

⑥個別指導後の措置

a 指導終了時の講評の有無・方法

b 指導結果通知の発出の状況

ｃ 不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）に対する是正改善措置

　個別指導において、対象とするケース（患者）を医療機関へ事前に連絡を行っている場
合は「有」、行っていない場合は「無」と記入し、行っている場合には、その時期を記入して
ください。

　個別指導当日の実施時間及び場所について記入してください。

　個別指導における行政側の指導体制について記入してください。

　個別指導において、関係団体が立会を行っている場合は「有」、行っていない場合は
「無」と記入し、立会の状況を記入してください。
　なお、「無」の場合には、その理由を記入してください。

　個別指導において、医系職員が実施する指導内容について記入してください。

　個別指導において、医療扶助担当職員が実施する指導内容のうち、診療報酬（診療報
酬の算定が適正か否か）、施設基準（医師や看護師の勤務状況が適切か）等について記
入してください。

　個別指導において、医療扶助担当職員が実施する指導内容のうち、医療扶助事務（要
否意見書の記載不備、受給者番号の誤り等）について記入してください。

　個別指導において、福祉事務所職員が実施するもの（委託患者の受診状況等）につい
て記入してください。
※　個別指導に福祉事務所職員が同行する場合に限ります。

　個別指導における個別指導調書や指導チェックリストがある場合は「有」、ない場合は
「無」と記入してください。なお、個別指導調書・指導チェックリスト等の様式の添付でも結
構です。（添付の場合は、調査票上段の「指導実施要領等の添付の有無」について「有」と
してください。）

　個別指導の講評を行っている場合は「有」、行っていない場合は「無」と記入してくださ
い。また、講評をどのように実施しているか記入してください。

　個別指導の結果通知の状況について記入してください。

　個別指導を行った結果、不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）が見受けら
れた際に、どのように是正改善措置を求めているのか記入してください。

-167-



ｄ

e 不適切な診療報酬請求に対する返還措置

ｆ 不適切な診療報酬請求に対する返還措置の実績（平成28年度及び29年度）

Ⅴ　検査

①検査の実施状況

④検査の体制

⑤検査の方法

　検査をどのような体制で行っているか下記に留意しできるだけ詳しく記入してください。

　平成28年度及び29年度の検査の実施件数（検査を行った医療機関数）について記入してくだ
さい。件数の後に（　）書きでⅠの種別ごとの件数を記入してください。
　なお、平成29年度については、調査票記載時の状況に基づき記入してください。

②上記①の実績がない場合、直近で検査を行った時期等

　上記①の実績がない場合、平成27年度以前に直近で検査を行った時期について記入してく
ださい。時期の後に（　）書きでⅠの種別のうち該当する種別を記入してください。
　なお、27年度以前に行った実績を確認ができなかった場合には、その旨を記入してください。

③検査対象医療機関の選定方法

　個別指導を行った結果、不適切な診療報酬請求として返還措置を行った実績（医療機
関数）について記入してください。（平成28年度及び29年度）
　なお、平成29年度については、調査票記載時の状況に基づき記入してください。

不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く。）に対する是正改善措置の実績及び
主な事項例（平成28年度及び29年度）

　個別指導を行った結果、不適切な事例（診療報酬請求に関するものを除く）が見受けら
れた際の是正改善措置の実績（医療機関数）並びに平成28年度及び29年度における主
な指摘事項例（実際の指摘事項）を記入してください。実際に医療機関に送付した指導結
果通知の指摘事項文書の添付でも結構です。（添付の場合は、調査票上段の「指導実施
要領等の添付の有無」について「有」としてください。）
　なお、平成29年度については、調査票記載時の状況に基づき記入してください。

　個別指導を行った結果、不適切な診療報酬請求が見受けられた際の対応について下
記に留意して記入してください。
　・どのような措置を行っているのか。
　・当該請求金額について必ず返還させているのか。
　・返還期間についてどのように決定しているのか（基準等）。

　検査を実施する医療機関の選定方法をできるだけ詳しく記入してください。

・どのような役職、職種の者がそれぞれ何名で行っているか。

・福祉事務所職員が検査に同行している場合は、その職種、人数。

・医師会等関係団体の立会い等の協力はあるか。（検査における立会いに関する取り決め等
がある場合には、その内容を含む）

　直近の検査事例を基に、医療機関側の検査出席者、検査内容（回数や一回の平均時間）を
記入してください。検査実績がない場合は、別に実施要領等により定められている内容を記入し
てください。
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Ⅵ　その他

①国保部局等との連携（指導計画や個別事案の情報共有等）を行っているか。

②不正等の情報提供があった場合の対応

※

※

　貴自治体の状況を踏まえて、記入してください。

　記入事項が様式の記入欄に収まらない場合は、枠内を縦方向に拡大して、記入内容
が画面及び印刷表示上も読めるようにご対応願います（セル行の追加は行わないこと）。

③その他（指導等の実施に当たり苦慮している点　等）

　回答内容が、各自治体で作成している「指導実施要領」等で具体的に定められている
ものと同じである場合は、その資料を添付のうえ、「別添参照」と記入しても差し支えありま
せん。

　自治体内の国民健康保険部局や医療監視部局等との連携状況（指導計画、個別事案の情報
共有、指導方法等に関する技術的な助言等）について記入してください。

　自治体内の国民健康保健部局、外部等から不正等に関する情報提供があった場合の生活保
護担当部局の対応について記入してください。
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11.生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正
実施に関する指導監査）の実施について
（留意事項） 

（厚生労働省社会・援護局保護課医療係事
務連絡）【案】 

  

 

  



 

                                                          事 務 連 絡 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月  日 

 

 

   都道府県 

 各 指定都市 生活保護担当課 御中 

   中 核 市 

 

 

                                      厚生労働省社会・援護局保護課医療係 

 

 

生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施に関する指導監査） 

    の実施について（留意事項） 

 

 

 生活保護制度につきましては、平素より御尽力いただき、御礼申し上げます。 

標記については、「医療扶助の適正実施に関する指導監査等について」（平成２９年

３月●●日社援保発●●●●第●号厚生労働省社会･援護局保護課長通知）（以下「課長

通知」という。）により通知したところですが、当該監査の実施方式等について、下記

のとおりお知らせ致しますので、了知の上、管内福祉事務所への周知を図っていただく

とともに、監査準備等を行っていただきますよう御願いします。 

 

記 

 

１．監査の目的 

本監査は、生活保護の医療扶助事務について、個別かつ具体的に検討し、必要な是

正改善の措置を講じるとともに、医療扶助事務がより適正かつ効率的に運営できるよ

う指導・援助するものです。 

 

２．実施方式 

（１）本監査は、地方厚生局の生活保護監査官等において、実地に都道府県・指定都市

・中核市本庁（以下「都道府県等本庁」という。）に対して行います。 

 

（２）本監査は、課長通知のとおり、「自立支援医療の適用状況に関する監査」、「向

精神薬の重複処方の改善状況に関する監査」及び「指定医療機関に対する指導等の

実施状況に関する監査」を実施します。 

 

 ア 自立支援医療の適用状況に関する監査 

   「自立支援医療の適用状況に関する監査」は、課長通知の別紙様式１に基づき、

自立支援医療の活用徹底に関する都道府県等本庁による指導状況等について、地方

厚生局が確認します。なお、平成２９年度においても、精神通院医療の活用徹底に

-171-



 

ついて福祉事務所における実施状況等の確認を予定しています。 

 

 イ 向精神薬の重複処方の改善状況に関する監査 

  ① 「向精神薬の重複処方の改善状況に関する監査」は、課長通知の別紙様式２の

台帳を基に、当該被保護者に係る処方の適否、是正改善措置の状況について地方

厚生局が確認します。また、別紙様式３を基に全体の改善状況についても地方厚

生局が確認します。 

  ② 監査対象者について、地方厚生局において、当該台帳を基に選定し、監査実施

月の１ヶ月前までに、都道府県等本庁に伝達します。 

  ③ また、①と併せて、課長通知の別紙様式４を基に、向精神薬の重複処方の改善

状況に関する都道府県等本庁による指導状況等について、地方厚生局が確認しま

す。 

 

 ウ 指定医療機関に対する指導等の実施状況に関する監査 

   「指定医療機関に対する指導等の実施状況に関する監査」は、課長通知の別紙様

式５に基づき、都道府県等本庁による指定医療機関に対する指導状況等について、

地方厚生局が確認します。 

 

３．台帳の作成及び監査事前準備について 

（１）課長通知で示した向精神薬の重複処方の改善状況に関する台帳は参考様式ですの

で、必要な項目が記載されている台帳等を既に有している場合は、改めて作成する

必要はありません。 

なお、台帳の提出に当たっては、電子媒体を当課あて電子メールにより提出願い

ます。 

 

（２）２（２）イの監査において、地方厚生局が監査対象者を選定後、監査実施前に都

道府県等本庁担当者に監査対象者の「ケース番号」等を伝達するので、監査当日、

監査対象者に係る是正改善措置状況等が記載された台帳を監査会場に用意願いま

す。 

 

４．留意事項 

都道府県等本庁において、各地方厚生局と日程等の調整を行う御担当者を別紙様式

に記入し、平成２９年４月７日（金）までに当課あて電子メールにより提出願います。 

 

 

【照会先】 

厚生労働省社会・援護局保護課医療係 

ＴＥＬ ０３-５２５３-１１１１（内線２８２９） 

E-mail hogo-iryou@mhlw.go.jp  
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12.生活保護法による介護扶助の運営要領に
ついて 

（平成 12 年 3 月 31 日社援第 825 号厚生省
社会・援護局長通知）【改正案】 

  

 

  



 ○
「
生
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法
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よ
る
介
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３
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２
５
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０
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５
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介
護

保
険
法
施
行
令
（
平
成
１
０
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２
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２
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す
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介
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保
険
者
と
し
て
介
護
保
険
法

及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
要
介
護
認
定
、
要
支
援
認
定
又
は
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に

よ
る
確
認
（
以
下
「
要
介
護
認
定
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
要
介
護
状
態
、
要
支
援
状
態
又

は
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
該
当
す
る
状
態
（
以
下
「
要
介
護
状
態
等
」
と
い
う
。
）
に
応
じ

介
護
保
険
給
付
及
び
介
護
扶
助
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

 

 
 
 
ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
被
保
険
者
で
な
い
４
０
歳
以
上
６
５
歳
未
満
の
要
保
護
者
で
介
護

保
険
法
施
行
令
（
平
成
１
０
年
政
令
第
４
１
２
号
）
第
２
条
各
号
の
特
定
疾
病
に
よ
り
要
介
護

状
態
等
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
立
支
援
給
付
等
の
活
用
が
可
能
な
場
合
は
、
そ
の
優
先

的
な
活
用
を
図
っ
た
上
で
、
な
お
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
介
護
扶
助
の
要
否
判
定
に
当
た
り
被
保
険
者
と
同
様
に
要
介
護
状
態
等
の

審
査
判
定
を
受
け
、
要
介
護
状
態
等
に
応
じ
介
護
扶
助
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

な
お
、
介
護
扶
助
の
居
宅
介
護
の
範
囲
は
、
居
宅
介
護
支
援
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に

限
ら
れ
て
お
り
、
介
護
予
防
の
範
囲
は
、
介
護
予
防
支
援
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に
限
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
は
、
介
護
予
防
支
援
計
画
又
は
介
護
予
防
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
介
護
扶
助
と
し
て
、
介

護
扶
助
の
指
定
介
護
機
関
で
あ
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
介
護
予
防
支
援
事
業
者
又
は
第
１

号
介
護
予
防
支
援
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
居

宅
介
護
支
援
計
画
、
介
護
予
防
支
援
計
画
、
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
く
プ
ラ
ン

又
は
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
内
容
が
わ
か
る
も
の
（
以
下
「
居
宅
介
護
支
援
計
画
等
」

と
い
う
。
）
の
策
定
を
受
け
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
介
護
扶
助
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介

護
又
は
介
護
予
防
（
以
下
「
居
宅
介
護
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

 

   

 
２

 
要
介
護
認
定
等

 

 
（
１
）

 
（
略
）

 

（
２
）
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い
要
保
護
者
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ア

 
概
要

 

介
護
保
険
制
度
の
被
保
険
者
で
な
い
こ
と
か
ら
、
要
介
護
認
定
等
（
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
に
よ
る
確
認
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
扶
助
の
要
否
判
定
の
一
環
と
し
て
生
活

保
護
制
度
で
独
自
に
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
要
介
護
状
態
等
（
基
本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
判
定
区
分
、
継
続
期
間
、
療

養
上
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
間
で
統
一
を
図
る
等

の
た
め
、
市
町
村
に
設
置
さ
れ
る
介
護
認
定
審
査
会
に
審
査
判
定
を
委
託
し
て
行
う
。

 

 
 
 
イ
～
ウ

 
（
略
）
 

 
（
３
）

 
（
略
）

 

 
３
 
（
略
）

 

第
５
 
介
護
扶
助
実
施
方
式

 

１
 
（
略
）

 

２
 
介
護
扶
助
の
決
定

 

要
保
護
者
か
ら
介
護
扶
助
の
申
請
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、

第
２
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
運
営
体
制
に
則
っ
て
事
務
手
続
及
び
体
制
を
整
備
し
た
上
で
、
以

下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

（
１
）
決
定
の
際
の
留
意
事
項

 

ア
～
ウ

 
（
略
）
 

エ
 
他
市
町
村
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
（
居
宅
介
護
の
う
ち
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
の
う

ち
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
施
設
介
護
の
う
ち
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
並
び
に
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
の
介

護
保
険
被
保
険
者
の
利
用
は
、
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
う
事
業
者
に
つ
い

て
、
当
該
被
保
護
者
を
被
保
険
者
と
す
る
市
町
村
の
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
住
所
地
特
例
に
よ
り
他
市
町
村
の
特
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
（
居
宅
介
護
の
う
ち
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
の
う
ち
の

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
並
び

に
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
場
合
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
が
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
で

サ
ー
ビ
ス
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
際
の
介
護
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
は
、

住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
が
定
め
る
報
酬
単
位
に
よ
る
こ
と
。

 

ま
た
、
被
保
険
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
も
被
保
険
者
に
準
じ
た
範
囲
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

 

（
２
）
他
法
他
施
策
と
の
関
係

 

（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
）

 
（
略
）

 

 
 
ア
 
概
要
 

介
護
保
険
制
度
の
被
保
険
者
で
な
い
こ
と
か
ら
、
要
介
護
認
定
等
に
つ
い
て
は
、
介
護

扶
助
の
要
否
判
定
の
一
環
と
し
て
生
活
保
護
制
度
で
独
自
に
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場

合
の
要
介
護
状
態
等
（
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
判
定
区
分
、
継
続
期
間
、
療
養
上
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
と
そ

れ
以
外
の
者
と
の
間
で
統
一
を
図
る
等
の
た
め
、
市
町
村
に
設
置
さ
れ
る
介
護
認
定
審
査

会
に
審
査
判
定
を
委
託
し
て
行
う
。

 

 
 
 
イ
～
ウ

 
（
略
）

 

 
（
３
）

 
（
略
）

 

 
３

 
（
略
）

 

第
５
 
介
護
扶
助
実
施
方
式

 

１
 
（
略
）

 

２
 
介
護
扶
助
の
決
定

 

要
保
護
者
か
ら
介
護
扶
助
の
申
請
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、

第
２
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
運
営
体
制
に
則
っ
て
事
務
手
続
及
び
体
制
を
整
備
し
た
上
で
、
以

下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

（
１
）
決
定
の
際
の
留
意
事
項

 

ア
～
ウ

 
（
略
）

 

エ
 
他
市
町
村
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
（
居
宅
介
護
の
う
ち
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
の
う

ち
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
施
設
介
護
の
う
ち
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
並
び
に
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
保
険
被
保
険
者
の
利
用
は
、
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
を

行
う
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
被
保
護
者
を
被
保
険
者
と
す
る
市
町
村
の
指
定
を
受
け
て

い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
住
所
地
特
例
に
よ

り
他
市
町
村
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
す
る
場
合
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

が
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
サ
ー
ビ

ス
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
際
の
介
護
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
は
、
住
所

地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
が
定
め
る
報
酬
単
位
に
よ
る
こ
と
。

 

ま
た
、
被
保
険
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
も
被
保
険
者
に
準
じ
た
範
囲
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

 

    

（
２
）
他
法
他
施
策
と
の
関
係

 

（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
）

 
（
略
）
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（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
は
な
い
要
保
護
者
）

 

 
ア
 
（
略
）

 

 
イ
 
自
立
支
援
給
付
等
と
の
適
用
関
係
に
お
け
る
留
意
点

 

 
 
 
被
保
険
者
以
外
の
者
は
、
介
護
保
険
法
施
行
令
第

2
条
各
号
に
規
定
す
る
特
定
疾
病

に
よ
り
、
要
介
護
、
要
支
援
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
介
護
扶
助
の
適
用
対
象
と
な

る
が
、
他
法
他
施
策
の
活
用
、
特
に
自
立
支
援
給
付
等
と
介
護
扶
助
と
の
適
用
関
係
に

お
い
て
は
、
自
立
支
援
給
付
等
が
介
護
扶
助
に
優
先
す
る
こ
と
か
ら
、
福
祉
事
務
所
に

お
い
て
は
、
介
護
扶
助
の
決
定
に
際
し
て
以
下
の
点
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 

 
 
（
ア
）
～
（
ウ
）

 
（
略
）

 

 
ウ
～
エ

 
（
略
）

 

 
（
３
）
～
（
５
）

 
（
略
）

 

 
（
６
）
被
保
護
者
に
対
す
る
通
知

 

 
 
 
 
福
祉
事
務
所
長
は
、
要
保
護
者
に
つ
い
て
介
護
扶
助
の
開
始
、
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
（
他

法
他
施
策
の
活
用
に
伴
い
保
護
を
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る

決
定
を
し
た
と
き
は
、
一
般
の
例
に
従
い
、
保
護
決
定
通
知
書
又
は
保
護
停
止
、
廃
止
決
定

通
知
書
に
よ
り
、
申
請
者
又
は
被
保
護
者
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
な
お
、
被
保
険
者
以
外
の
者
に
係
る
保
護
決
定
通
知
に
は
、
そ
の
決
定
理
由
欄
に
、
当
該

決
定
の
前
提
と
な
っ
た
要
介
護
状
態
等
（
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
該
当
す
る
状
態
を
除

く
）
の
区
分
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
（
７
）
介
護
券
の
発
行

 

 
 
 
 
介
護
扶
助
は
、
福
祉
用
具
等
、
住
宅
改
修
等
、
指
定
事
業
者
以
外
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
介

護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
移
送
を
除
き
、
介
護
券
を
発
行
し
て
行
う
も
の
と
す
る

こ
と
。

 

福
祉
事
務
所
は
、
介
護
扶
助
を
決
定
し
た
指
定
介
護
機
関
へ
介
護
券
を
送
付
す
る
こ
と
。

 

介
護
券
の
種
類
は
、
生
活
保
護
単
独
又
は
介
護
保
険
若
し
く
は
他
の
公
費
負
担
医
療
等
と

の
併
用
の
別
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
問
わ
ず
１
種
類
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
ア
～
エ

 
（
略
）
 

 
 
 
オ

 
介
護
券
の
送
付

 

 
 
 
 

 
介
護
券
は
指
定
介
護
機
関
に
直
接
送
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
介
護
券
の
取
扱
い
に
関
し
、

指
定
介
護
機
関
に
対
し
て
以
下
の
点
を
指
導
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
（
ア
）
～
（
イ
）

 

 
 
 
 
（
ウ
）
介
護
券
か
ら
介
護
給
付
費
明
細
書
へ
の
正
確
な
転
記

 

 
 
 
 

 
 
 
国
保
連
及
び
都
道
府
県
市
本
庁
に
お
け
る
審
査
支
払
い
並
び
に
福
祉
事
務
所
に

お
け
る
介
護
券
交
付
処
理
簿
と
介
護
給
付
費
公
費
受
給
者
別
一
覧
表
と
の
照
合
が

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
介
護
券
か
ら
介
護
給
付
費
明
細
書
に
必
要
事
項
を
正
確
に

転
記
す
る
こ
と
。

 

    
 
 
 
（
エ
）

 
（
略
）

 

（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
は
な
い
要
保
護
者
）

 

 
ア

 
（
略
）

 

 
イ

 
自
立
支
援
給
付
等
と
の
適
用
関
係
に
お
け
る
留
意
点

 

 
 
 
被
保
険
者
以
外
の
者
は
、
介
護
保
険
法
施
行
令
第

2
条
各
号
に
規
定
す
る
特
定
疾
病

に
よ
り
、
要
介
護
、
要
支
援
又
は
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
介
護
扶
助
の
適
用
対
象
と
な
る
が
、
他
法
他
施
策
の
活
用
、
特
に
自
立
支

援
給
付
等
と
介
護
扶
助
と
の
適
用
関
係
に
お
い
て
は
、
自
立
支
援
給
付
等
が
介
護
扶
助

に
優
先
す
る
こ
と
か
ら
、
福
祉
事
務
所
に
お
い
て
は
、
介
護
扶
助
の
決
定
に
際
し
て
以

下
の
点
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 

 
 
（
ア
）
～
（
ウ
）

 
（
略
）
 

 
ウ
～
エ

 
（
略
）

 

 
（
３
）
～
（
５
）

 
（
略
）

 

 
（
６
）
被
保
護
者
に
対
す
る
通
知

 

 
 
 
 
福
祉
事
務
所
長
は
、
要
保
護
者
に
つ
い
て
介
護
扶
助
の
開
始
、
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
（
他

法
他
施
策
の
活
用
に
伴
い
保
護
を
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る

決
定
を
し
た
と
き
は
、
一
般
の
例
に
従
い
、
保
護
決
定
通
知
書
又
は
保
護
停
止
、
廃
止
決
定

通
知
書
に
よ
り
、
申
請
者
又
は
被
保
護
者
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
な
お
、
被
保
険
者
以
外
の
者
に
係
る
保
護
決
定
通
知
に
は
、
そ
の
決
定
理
由
欄
に
、
当
該

決
定
の
前
提
と
な
っ
た
要
介
護
状
態
等
の
区
分
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
（
７
）
介
護
券
の
発
行

 

 
 
 
 
介
護
扶
助
は
、
福
祉
用
具
等
、
住
宅
改
修
等
、
指
定
事
業
者
以
外
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
介

護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
移
送
を
除
き
、
介
護
券
を
発
行
し
て
行
う
も
の
と
す
る

こ
と
。

 

福
祉
事
務
所
は
、
介
護
扶
助
を
決
定
し
た
指
定
介
護
機
関
へ
介
護
券
を
送
付
す
る
こ
と
。

 

介
護
券
の
種
類
は
、
生
活
保
護
単
独
又
は
介
護
保
険
若
し
く
は
他
の
公
費
負
担
医
療
等
と

の
併
用
の
別
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
問
わ
ず
１
種
類
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
ア
～
エ

 
（
略
）

 

 
 
 
オ

 
介
護
券
の
送
付

 

 
 
 
 

 
介
護
券
は
指
定
介
護
機
関
に
直
接
送
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
介
護
券
の
取
扱
い
に
関
し
、

指
定
介
護
機
関
に
対
し
て
以
下
の
点
を
指
導
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
（
ア
）
～
（
イ
）

 

 
 
 
 
（
ウ
）
介
護
券
か
ら
介
護
給
付
費
明
細
書
へ
の
正
確
な
転
記

 

 
 
 
 

 
 
 
国
保
連
及
び
都
道
府
県
市
本
庁
に
お
け
る
審
査
支
払
い
並
び
に
福
祉
事
務
所
に
お

け
る
介
護
券
交
付
処
理
簿
と
介
護
給
付
費
公
費
受
給
者
別
一
覧
表
と
の
照
合
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
よ
う
、
介
護
券
か
ら
介
護
給
付
費
明
細
書
に
必
要
事
項
を
正
確
に
転
記

す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 

 
 
 
な
お
、
生
活
保
護
制
度
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
受
給
者
番
号
に
固
定
番
号
を
使

用
し
な
い
こ
と
か
ら
、
福
祉
事
務
所
が
交
付
す
る
介
護
券
の
受
給
者
番
号
を
確
認
の

上
、
こ
れ
を
レ
セ
プ
ト
の
公
費
受
給
者
番
号
の
欄
に
転
記
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
（
エ
）

 
（
略
）
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（
８
）
～
（
９
）

 
（
略
）

 

 
３
～
６

 
（
略
）

 

第
６
～
第
９

 
（
略
）

 

附
則
 
（
略
）

 

 （
様
式
第
１
号
）

 

（
様
式
第
２
号
）

 

（
様
式
第
３
号
）

 

（
様
式
第
４
号
の
１
）

 

（
様
式
第
４
号
の
２
）

 

（
様
式
第
５
号
）

 

（
様
式
第
６
号
）

 

   

 
（
８
）
～
（
９
）

 
（
略
）

 

 
３
～
６

 
（
略
）

 

第
６
～
第
９

 
（
略
）

 

附
則
 
（
略
）

 

 （
様
式
第
１
号
）

 

（
様
式
第
２
号
）

 

（
様
式
第
３
号
）

 

（
様
式
第
４
号
の
１
）

 

（
様
式
第
４
号
の
２
）

 

（
様
式
第
５
号
）

 

（
様
式
第
６
号
）
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様式第３号
生活保護法介護券（ 年 月分）

公 費 負 担 者 有 効 期 間 日から 日まで
番 号

受 給 者 番 号 単独・併用別 単 独 ・ 併 用

保 険 者 番 号 被保険者番号

（フリガナ） 生年月日 性別

氏 名 １.明・２.大・３.昭 1.男
年 月 日生 2.女

要介護状態等区分 基本チェックリスト該当・要支援１・２・要介護１・２・３・４・５

認定有効期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

居 住 地

指定居宅介護支援事業者・ 事業所番号
指定介護予防支援事業者・

地域包括支援センター名

指定介護機関名 事業所番号

□訪問介護 居 宅 介 護 □看護小規模多機能型居宅介護
居 宅 介 護 □訪問入浴介護 介 護 予 防 □第一号訪問事業
介 護 予 防 □福祉用具貸与 介護予防・日常生活支援 □第一号通所事業
介護予防・日常生活支援 □訪問看護 □第一号生活支援事業

□訪問リハ
□通所介護
□通所リハ □介護老人福祉施設
□居宅療養管理指導 施 設 介 護 □介護老人保健施設
□短期入所生活介護 □介護療養型医療施設
□短期入所療養介護 □地域密着型介護老人福祉施設
□認知症対応型共同生活介護
□特定施設入居者生活介護 居宅介護支援 □居宅介護支援
□定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護予防支援 □介護予防支援
□夜間対応型訪問介護 介護予防・日常生活支援 □介護予防ケアマネジメント
□地域密着型通所介護
□認知症対応型通所介護
□小規模多機能型居宅介護 本人支払額 円
□地域密着型特定施設入所者生活介護

地区担当員名 取扱担当者名

福祉事務所長 印

介 護 保 険 あ り な し
備

そ の 他
考

備考 この用紙は、Ａ列４番白色紙黒色刷りとすること。
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13.生活保護法による介護扶助の運営要領に

関する疑義について 

（平成 13年 3月 29日社援保発第 22号厚生

労働省社会・援護局保護課長通知）【改正

案】 

  
 

  



 ○
「
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
の
運
営
要
領
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
３
年
３
月
２
９
日
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知

 
社
援
保
発
第
２
２
号
）
 

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 （
別
紙
）

 

 第
１
 
（
略
）

 

 第
２
 
要
介
護
認
定
等
及
び
居
宅
介
護
支
援
計
画
等
作
成
に
つ
い
て

 

 問
４
 
生
活
保
護
の
開
始
に
よ
っ
て
、
第
２
号
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
被
保
険
者
以
外
の
者

に
つ
い
て
は
、
介
護
扶
助
運
営
要
領
第
４
の
２
の
（
２
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
開
始
前

の
保
険
者
に
よ
る
要
介
護
認
定
又
は
要
支
援
認
定
（
以
下
「
要
介
護
認
定
等
」
と
い
う
。
）
の
結

果
及
び
有
効
期
間
に
基
づ
い
て
、
介
護
扶
助
の
決
定
を
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の

場
合
の
有
効
期
間
の
始
期
及
び
終
期
は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
。

 

答
 
前
段
に
つ
い
て
は
、
お
見
込
み
の
と
お
り
取
り
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

 

ま
た
、
有
効
期
間
の
始
期
及
び
終
期
に
つ
い
て
は
、
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
被
保
険
者

が
転
入
先
の
市
町
村
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
有
効
期
間
の
考
え
方
に
準
じ
て
、
介
護
扶
助
の
開
始

日
を
始
期
と
し
、
介
護
扶
助
の
開
始
日
か
ら
６
か
月
間
（
月
の
中
途
に
介
護
扶
助
を
開
始
し
た
場

合
に
は
、
介
護
扶
助
の
開
始
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
６
か
月
間
）
を
満
了
し
た
日
を

終
期
と
す
る
。

 

た
だ
し
、
保
護
開
始
前
の
保
険
者
の
認
定
結
果
の
有
効
期
間
が
、
認
定
審
査
会
の
意
見
に
基
づ

い
て
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月
間
（
月
の
中
途
の
申
請
の
場
合
に
は
、
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月

間
に
申
請
日
か
ら
申
請
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
を
加
え
た
期
間
）
の
認
定
を
受
け
て

い
た
場
合
に
は
、
有
効
期
間
の
終
期
は
介
護
扶
助
の
開
始
日
か
ら
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月
間

（
月
の
中
途
に
介
護
扶
助
を
開
始
し
た
場
合
に
は
、
介
護
扶
助
の
開
始
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

初
日
か
ら
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月
間
）
を
満
了
し
た
日
と
す
る
。

 

       

問
５
～
１
０

 
（
略
）

 

 第
３
～
４

 （
略
）

 

 （
別
紙
）

 

 第
１
 
（
略
）

 

 第
２
 
要
介
護
認
定
等
及
び
居
宅
介
護
支
援
計
画
等
作
成
に
つ
い
て

 

 問
４
 
生
活
保
護
の
開
始
に
よ
っ
て
、
第
２
号
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
被
保
険
者
以
外
の
者

に
つ
い
て
は
、
介
護
扶
助
運
営
要
領
第
４
の
２
の
（
２
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
開
始
前

の
保
険
者
に
よ
る
要
介
護
認
定
、
要
支
援
認
定
又
は
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
確
認
（
以
下

「
要
介
護
認
定
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果
及
び
有
効
期
間
に
基
づ
い
て
、
介
護
扶
助
の
決
定
を
行

っ
て
差
し
支
え
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
有
効
期
間
の
始
期
及
び
終
期
は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
。
 

答
 
前
段
に
つ
い
て
は
、
お
見
込
み
の
と
お
り
取
り
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

 

ま
た
、
有
効
期
間
の
始
期
及
び
終
期
に
つ
い
て
は
、
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
被
保
険
者

が
転
入
先
の
市
町
村
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
有
効
期
間
の
考
え
方
に
準
じ
て
、
介
護
扶
助
の
開
始

日
を
始
期
と
し
、
介
護
扶
助
の
開
始
日
か
ら
６
か
月
間
（
月
の
中
途
に
介
護
扶
助
を
開
始
し
た
場

合
に
は
、
介
護
扶
助
の
開
始
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
６
か
月
間
）
を
満
了
し
た
日
を

終
期
と
す
る
。

 

た
だ
し
、
保
護
開
始
前
の
保
険
者
の
認
定
結
果
の
有
効
期
間
が
、
認
定
審
査
会
の
意
見
に
基
づ

い
て
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月
間
（
月
の
中
途
の
申
請
の
場
合
に
は
、
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月

間
に
申
請
日
か
ら
申
請
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
を
加
え
た
期
間
）
の
認
定
を
受
け
て

い
た
場
合
に
は
、
有
効
期
間
の
終
期
は
介
護
扶
助
の
開
始
日
か
ら
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月
間
（
月

の
中
途
に
介
護
扶
助
を
開
始
し
た
場
合
に
は
、
介
護
扶
助
の
開
始
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

か
ら
３
か
月
間
か
ら
１
２
か
月
間
）
を
満
了
し
た
日
と
す
る
。

 

 
 
ま
た
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
利
用
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
の
区
分
の
振
り
分
け
に
つ
い
て

も
、
保
護
開
始
前
の
保
険
者
に
よ
る
振
り
分
け
結
果
に
基
づ
い
て
介
護
扶
助
の
決
定
を
行
っ
て
差

し
支
え
な
い
。
な
お
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
振
り
分
け
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
間
は
な

い
が
、
一
般
介
護
予
防
へ
移
行
し
た
後
や
、
一
定
期
間
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
な
か
っ
た
後
に
改
め

て
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
再
度
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
振
り
分
け

が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 問
５
～
１
０

 
（
略
）
 

 第
３
～
４

 （
略
）
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14.生活保護法の規定により国保連に対し介護報
酬の支払等について委託する場合における被
保護者異動連絡票及び被保護者異動訂正連絡
票に係る記載要領について 
（平成 12 年 4 月 28 日社援保第 27 号厚生省社
会・援護局保護課長通知）【案】 

  

 

  



 ○
「
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
国
保
連
に
対
し
介
護
報
酬
の
支
払
等
に
つ
い
て
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
被
保
護
者
異
動
連
絡
票
及
び
被
保
護
者
異
動
訂
正
連
絡
票
に
係
る
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平

成
１
２
年
４
月
２
８
日
厚
生
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知

 
社
援
保
第
２
７
号
）

 

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 １
 
作
成
及
び
送
付
に
つ
い
て
（
略
）

 

２
 
各
記
載
事
項

 

（
１
）
～
（

1
6）

 
（
略
）

 

（
1
7）

有
効
期
間
開
始
年
月
日
及
び
有
効
期
間
終
了
年
月
日

 

市
町
村
等
に
委
託
し
た
要
介
護
状
態
等
の
審
査
判
定
結
果
の
有
効
期
間
開
始
年
月
日
及
び

有
効
期
間
終
了
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
「
有
効
期
間
開
始
年
月
日
」
は
、

(
14
)

の
「
資
格
取
得
年
月
日
」
以
降
の
日
付
と
す
る
こ
と
。

 

な
お
、
第

2号
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
か
ら
介
護
扶
助
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

で
、
介
護
保
険
に
よ
る
要
介
護
認
定
等
結
果
及
び
有
効
期
間
に
基
づ
き
介
護
扶
助
の
決
定
を
行

っ
た
こ
と
に
よ
り
介
護
保
険
の
被
保
険
者
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
「
有
効
期
間
開
始
年
月

日
」
に
は
介
護
扶
助
の
開
始
日
を
記
載
し
、「

有
効
期
間
終
了
年
月
日
」
に
は
当
該
要
介
護
認

定
等
有
効
期
間
終
了
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

   （
1
8）

～
（

2
7）

 
（
略
）

 

 
別
表

 
（
略
）
 

 １
 
作
成
及
び
送
付
に
つ
い
て
（
略
）

 

２
 
各
記
載
事
項

 

（
１
）
～
（

1
6）

 
（
略
）

 

（
1
7）

有
効
期
間
開
始
年
月
日
及
び
有
効
期
間
終
了
年
月
日

 

市
町
村
等
に
委
託
し
た
要
介
護
状
態
等
の
審
査
判
定
結
果
の
有
効
期
間
開
始
年
月
日
及
び

有
効
期
間
終
了
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
「
有
効
期
間
開
始
年
月
日
」
は
、

(
14
)

の
「
資
格
取
得
年
月
日
」
以
降
の
日
付
と
す
る
こ
と
。

 

な
お
、
第

2号
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
か
ら
介
護
扶
助
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

で
、
介
護
保
険
に
よ
る
要
介
護
認
定
等
結
果
及
び
有
効
期
間
に
基
づ
き
介
護
扶
助
の
決
定
を
行

っ
た
こ
と
に
よ
り
介
護
保
険
の
被
保
険
者
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
「
有
効
期
間
開
始
年
月

日
」
に
は
介
護
扶
助
の
開
始
日
を
記
載
し
、「

有
効
期
間
終
了
年
月
日
」
に
は
当
該
要
介
護
認

定
等
有
効
期
間
終
了
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

ま
た
、
事
業
対
象
者
に
つ
い
て
は
、「

有
効
期
間
開
始
年
月
日
」
に
は
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
作
成
（
変
更
）
依
頼
の
届
出
日
を
記
載
し
、
「
有
効
期
間
終
了
年
月
日
」
に
つ
い
て

は
記
載
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
。

 

（
1
8）

～
（

2
7）

 
（
略
）

 

 
別
表
 
（
略
）
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15. 就労支援促進計画の策定について 
（平成 27年３月 31日社援保発 0331第 22号厚
生労働省社会・援護局保護課長通知）【改正
案】 

  
  

 

  



（案） 
社 援 保 発  第  号 

平成２９年 月 日 

 

 

都道府県 

 各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

   中 核 市 

 

 

 厚生労働省社会・援護局保護課長 

（公 印 省 略） 

 

 

「就労支援促進計画の策定について」の一部改正について 

 

                               

   被保護者に対する就労支援事業等については、平成 27 年度から各自治体にお

いて、「就労支援促進計画」を策定し、就労支援事業等の効果の検証を実施して

いただいているところである。 

   政府全体においても「経済財政運営と改革の基本方針 2016」に基づき、引き

続き「経済・財政再生計画改革工程表」（以下、「改革工程表」という。）に沿っ

て着実に改革を実行していくこととされたところである。 

また、改革工程表の中で、生活保護受給者の就労支援に関しては、KPI（改革

の進捗管理や測定に必要となる指標）として目標値（就労支援事業等の参加率を

2018 年度までに 60％とする、就労支援事業等に参加した者のうち、就労した者

及び就労による収入が増加した者の割合を 2018 年度までに 50％とする、「その他

の世帯」の就労率（就労者のいる世帯の割合）を 2018 年度までに 45％とする）

が定められているところである。 

ついては、改革工程表に設定された生活保護受給者の就労支援に関する KPI の

達成に向け、先般とりまとめた平成 27 年度就労支援促進計画の実績評価を分析

したところ、特に就労支援事業等の参加率が低いことから、事業対象者のうち、

事業に参加していない者の状況をより詳細に把握する必要があるため、当該通知

を別添のとおり改正することとしたので、各自治体においては、就労支援促進計

画の策定及び実績評価等にあたって、下記の点に留意いただき就労支援を着実に

実施されたい。 

 

記 

 

１ 平成 28 年度就労支援促進計画の実績評価において、当該目標値を下回って

いる自治体については、平成 30 年度（2018 年度）までに KPI として設定した
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（案） 
目標値に近づくよう努めるとともに、当該目標値を上回っている又は目標値に

近い自治体においても、改善に努めていくこと。 

 

２ これらの目標を達成するために、ハローワークの常設窓口等への支援対象者

の積極的な送り出しや特定求職者雇用開発助成金の円滑な活用に向けたハロ

ーワークとの連携強化や、就労支援員について、「その他の世帯」120 世帯に

対して１名の就労支援員を配置するなど地域の実情を踏まえた就労支援体制

の充実、就労意欲が低い者や生活習慣に課題を有する者を対象とした被保護者

就労準備支援事業について、福祉専門職との連携支援事業（平成 29 年度新規

事業）や就農訓練事業等を活用するなど取り組みを推進すること。 

 

３ また、地域によって就労環境・雇用情勢が異なることから、就労支援として

活用できる他法他施策（障害者福祉施策、雇用施策等）を自立支援プログラム

に位置付けた上で、積極的に活用し支援に努める他、地域の社会資源（社会福

祉法人、NPO、民間事業者等）についても積極的に活用し支援に努めること。 
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（
案
）

 

別
添

 
「
就
労
支
援
促
進
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
」
（
平
成

27
年

3
月

31
日
社
援
保
発

03
31

第
22

号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知
）

 

改
正
案

 
現
行

 
社
援
保
発

0
3
3
1
第

2
2
号
 

平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
 

改
正

 
社
援
保
発

0
3
3
1
第

1
7
号
 

平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
 

改
正

 
社
援
保
発
 
 
 
第
 
 
 
号
 

平
成
 
 
 
 
年
 
月
 
 
日
    

都
道
府
県
 

各
 
指
定
都
市
 
民
生
主
管
部
（
局
）
長
 
殿
 

 
中

核
市
 

  

 
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
 

（
公
 
印
 
省
 
略
）
 

  

就
労
支
援
促
進
計
画
の

策
定
に
つ
い
て
 

  稼
働
能
力
を
有
す
る
被
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
就
労
す

社
援
保
発

0
3
3
1
第

2
2
号
 

平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
 

改
正

 
社
援
保
発

0
3
3
1
第

1
7
号
 

平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
      

都
道
府
県
 

各
 
指
定
都
市
 
民

生
主
管
部
（
局
）
長
 
殿
 

 
中

核
市
 

  

 
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
 

（
公
 
印
 
省
 
略
）
 

  

就
労
支
援
促
進
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
 

  稼
働
能
力
を
有
す

る
被
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
就
労
す
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（
案
）

 

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
活
用
し
て

積
極
的
に
支
援
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

ま
た
、
就
労
に
よ
る
自
立
助
長
に
向
け
て

就
労
支
援
に
関
す
る
事
業
（
就
労

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）

を
効
果
的
・
効

率
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め

に
は
、
各
自
治
体
に
お
い
て
定
期

的
に
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
状
況
や
目
標
の
達
成
状
況
を
評
価
、
検
証

し
、
事
業
を
的
確
に
見
直
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

ま
た
、
平
成

2
6
年
８
月
、
総
務
省
が
実
施
し
た
「
生
活
保
護
に
関
す
る
実

態
調

査
」

の
結

果
に

基
づ

く
総

務
大

臣
の

勧
告

（
以

下
「

勧
告

」
と

い
う

。
）

に
お
い
て
、
事
業
の
実
施
効
果
を
検
証
す
る
上
で
重
要
と
な
る
事
業
の
対
象
者

等
の

指
標

の
把

握
や

設
定

の
水

準
が

福
祉

事
務

所
に

よ
っ

て
区

々
と

な
っ

て

い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
効
果
検
証
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
見
直
し
を
的
確

に
行

う
こ

と
が

困
難

な
状

況
と

な
っ

て
い

る
と

の
指

摘
を

受
け

た
と

こ
ろ

で

あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
今
般
、
事
業
の
適
切
な
効
果
検
証
及
び
的
確
な
見
直
し
を
図
る

観
点
か
ら
、
政
策
循
環
の
仕
組
み
を
導
入
す

る
こ
と
と
し
、
各
自
治
体
に
お
い

て
就

労
支

援
促

進
計

画
（

以
下

「
計

画
」

と
い

う
。
）

を
策

定
す

る
こ

と
と

し

た
。
自
治
体
に
お
け
る
計
画
策
定
を
推
進
す

る
た
め
、
計
画
の
達
成
状
況
な
ど

事
業
効
果
を
検
証
す
る
た
め
の
指
標
の
内
容
、
事
業
効
果
の
検
証
、
検
証
結
果

に
基
づ
く
見
直
し
の
手
順
・
方
法
等
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
目
安
を
定
め
た

の
で
、
御
了
知
の
上
、
管
内
の
福
祉
事
務
所
に
対
し
周
知
を
図
ら
れ
た
い
。
 

な
お
、
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

技
術

的
助

言
と

し
て

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と

を
申
し
添
え
る
。
 

 

る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
も
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
活
用
し
て

積
極
的
に
支
援
い
た

だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

ま
た
、
就
労
に
よ

る
自
立
助
長
に
向
け
て
就
労
支
援
に
関
す
る
事
業
（
就
労

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

し
て
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）

を
効
果
的
・
効

率
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
自
治
体
に
お
い
て
定
期

的
に
就
労
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
実
施
状
況
や
目
標
の
達
成
状
況
を
評
価
、
検
証

し
、
事
業
を
的
確
に

見
直
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

ま
た
、
平
成

2
6
年
８
月
、
総
務
省
が
実
施
し
た
「
生
活
保
護
に
関
す
る
実

態
調

査
」

の
結

果
に

基
づ

く
総

務
大

臣
の

勧
告

（
以

下
「

勧
告

」
と

い
う

。
）

に
お
い
て
、
事
業
の
実
施
効
果
を
検
証
す
る
上
で
重
要
と
な
る
事
業
の
対
象
者

等
の

指
標

の
把

握
や

設
定

の
水

準
が

福
祉

事
務

所
に

よ
っ

て
区

々
と

な
っ

て

い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
効
果
検
証
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
見
直
し
を
的
確

に
行

う
こ

と
が

困
難

な
状

況
と

な
っ

て
い

る
と

の
指

摘
を

受
け

た
と

こ
ろ

で

あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
今
般

、
事
業
の
適
切
な
効
果
検
証
及
び
的
確
な
見
直
し
を
図
る

観
点
か
ら
、
政
策
循

環
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
、
各
自
治
体
に
お
い

て
就

労
支

援
促

進
計

画
（

以
下

「
計

画
」

と
い

う
。
）

を
策

定
す

る
こ

と
と

し

た
。
自
治
体
に
お
け

る
計
画
策
定
を
推
進
す
る
た
め
、
計
画
の
達
成
状
況
な
ど

事
業
効
果
を
検
証
す

る
た
め
の
指
標
の
内
容
、
事
業
効
果
の
検
証
、
検
証
結
果

に
基
づ
く
見
直
し
の

手
順
・
方
法
等
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
目
安
を
定
め
た

の
で
、
御
了
知
の
上

、
管
内
の
福
祉
事
務
所
に
対
し
周
知
を
図
ら
れ
た
い
。
 

な
お
、
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

技
術

的
助

言
と

し
て

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と

を
申
し
添
え
る
。
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（
案
）

 

記
 

 

１
 
計
画
に
盛
り
込
む
事
業
 

 
 

計
画

は
、

以
下

の
事

業
を

対
象

と
し

て
策

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 

（
１
）
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
自
立
促
進
事
業
 

（
２
）
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
（
就
労
支
援
員
を
活
用
し
た
就
労
支
援
）
 

（
３
）
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
 

（
４
）
そ
の
他
、
上
記
以
外
の
就
労
支
援
 

 
 
 
（
１
）
～
（
３
）
以
外
の
就
労
支
援
を
受
け
る
者
を
計
上
す
る
こ
と
。

ま
た
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

の
み
に
よ
る
就
労
支
援
を

受
け

る
者
は
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
な
お
、
別
途
実
施
す
る
実
績
評
価
に

お
い
て
は
、
以
下
の
項
目
毎
に
分

類
し
て
実
績
を
計
上
す
る
こ
と
。

 

①
 
求
職
者
支
援
制
度
 

 
 
②
 
①
以
外
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
が
実
施
し
て
い
る
労
働
施
策
 

③
 
障
害
者
に
対
す
る
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た

め
の
法
律
に
基
づ
く
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
な
ど
。
 

 
 
 
④
 
母
子
家
庭
向
け
の
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
に

基
づ

く
母

子
家

庭
就

業

支
援
事
業

な
ど
。
 

 
 
 
⑤
 
自
治
体
独
自
の
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
各

自
治

体
が

就
労

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

位
置

づ
け

て
独

自
に

実

施
し
て
い
る
就
労
支
援
事
業
。

 

記
 

 

１
 
計
画
に
盛
り
込

む
事
業
 

 
 

計
画

は
、

以
下

の
事

業
を

対
象

と
し

て
策

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 

（
１
）
生
活
保
護
受

給
者
等
就
労
自
立
促
進
事
業
 

（
２
）
被
保
護
者
就

労
支
援
事
業
（
就
労
支
援
員
を
活
用
し
た
就
労
支
援
）
 

（
３
）
被
保
護
者
就

労
準
備
支
援
事
業
 

（
４
）
そ
の
他
、
上

記
以
外
の
就
労
支
援
 

 
 
 
（
１
）
～
（

３
）
以
外
の
就
労
支
援
を
受
け
る
者
を
計
上
す
る
こ
と
。

ま
た
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

の
み
に
よ
る
就
労
支
援
を

受
け

る
者
は
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
な
お
、
別
途

実
施
す
る
実
績
評
価
に
お
い
て
は
、
以
下
の
項
目
毎
に
分

類
し
て
実
績
を
計
上
す
る
こ
と
。

 

①
 
求
職
者
支
援
制
度

 

 
 
②
 
①
以
外
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
が
実
施
し
て
い
る
労
働
施
策
 

③
 
障
害
者
に
対
す
る
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た

め
の
法
律
に
基
づ
く
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
な
ど
。

 

 
 
 
④
 
母
子
家

庭
向
け
の
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
に

基
づ

く
母

子
家

庭
就

業

支
援
事
業

な
ど
。
 

 
 
 
⑤
 
自
治
体

独
自
の
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
各

自
治

体
が

就
労

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

位
置

づ
け

て
独

自
に

実

施
し
て
い
る
就
労
支
援
事
業
。
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⑥
 
そ
の
他
の
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
上

記
①

か
ら

⑤
の

い
ず

れ
の

項
目

に
も

該
当

し
な

い
就

労
支

援

事
業
。
 

 ２
 
計
画
策
定
主
体
及
び
時
期
 

 
 
福
祉
事
務
所
設
置
自
治
体
に
お
い
て
毎
年
度
策
定
す
る
。
 

 ３
 
計
画
内
容
 

 
 
計
画
の
記
載
内
容
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

な
お
、
策
定
に

当
た
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
別
途
通
知

す
る
様
式
を
活

用
す
る
こ
と
。

 

（
１
）
現
状
・
課
題
の
把
握
 

①
 
現
状
 

管
内

の
被
保

護
者

数
、
被
保

護
世

帯
数

、
稼

働
能
力
を

有
す

る
と

み

ら
れ

る
「

そ
の
他

の
世
帯
」

数
や
有

効
求
人

倍
率
、
こ

れ
ま
で

の
就

労

支
援

プ
ロ

グ
ラ
ム

参
加
者
の

実
績
な

ど
の
現

状
を
前
年

度
の
目

標
・

取

組
を
踏
ま
え
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

そ
の

際
、
ハ

ロ
ー

ワ
ー
ク
、

社
会

福
祉

法
人

、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

、
企

業

等
の

被
保

護
者
の

就
労
支
援

に
協
力

す
る
関

係
機
関
（

以
下
「

関
係

機

関
」
と
い
う
。
）
と
の
連
携
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

②
 
課
題
 

①
で

把
握
し

た
現

状
に
基
づ

き
、

関
係

機
関

と
の
連
携

や
社

会
資

源

の
活

用
状

況
も
踏

ま
え
、
被

保
護
者

に
対
す

る
就
労
支

援
に
係

る
課

題

を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 

 
 
 
⑥
 
そ
の
他

の
就
労
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 
上

記
①

か
ら

⑤
の

い
ず

れ
の

項
目

に
も

該
当

し
な

い
就

労
支

援

事
業
。
 

 ２
 
計
画
策
定
主
体

及
び
時
期
 

 
 
福
祉
事
務
所
設

置
自
治
体
に
お
い
て
毎
年
度
策
定
す
る
。
 

 ３
 
計
画
内
容
 

 
 
計
画
の
記
載
内

容
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

な
お
、
策
定
に

当
た
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
別
途
通
知

す
る
様
式
を
活

用
す
る
こ
と
。
 

（
１
）
現
状
・
課
題

の
把
握
 

①
 
現
状
 

管
内

の
被
保

護
者

数
、
被
保

護
世

帯
数

、
稼

働
能
力
を

有
す

る
と

み

ら
れ

る
「

そ
の
他

の
世
帯
」

数
や
有

効
求
人

倍
率
、
こ

れ
ま
で

の
就

労

支
援

プ
ロ

グ
ラ
ム

参
加
者
の

実
績
な

ど
の
現

状
を
前
年

度
の
目

標
・

取

組
を
踏
ま
え
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

そ
の

際
、
ハ

ロ
ー

ワ
ー
ク
、

社
会

福
祉

法
人

、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

、
企

業

等
の

被
保

護
者
の

就
労
支
援

に
協
力

す
る
関

係
機
関
（

以
下
「

関
係

機

関
」
と
い
う
。
）
と
の
連
携
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

②
 
課
題
 

①
で

把
握
し

た
現

状
に
基
づ

き
、

関
係

機
関

と
の
連
携

や
社

会
資

源

の
活

用
状

況
も
踏

ま
え
、
被

保
護
者

に
対
す

る
就
労
支

援
に
係

る
課

題

を
記
載
す
る
こ
と
。
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（
２
）
取
組
事
項
等
 

①
 
（
１
）
に
よ
り
把
握

し
た
現
状
及
び

課
題
を
踏

ま
え
、
当

該
年
度
に

お
い
て
実
施
す
る
事
業
に

つ
い
て
取
り

組
む
べ
き
事

項
、

改
善
の
方
策

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。
ま
た
、
取

り
組
む
内
容

が
明

ら
か
に
な
る

よ
う
、
具
体
的
な
手
順
や
方
法
を
盛
り
込
む
こ
と
。
 

②
 
被
保
護
者
は
職
歴
や

学
歴
等
に
お
い

て
求
人
と

求
職
に
お

け
る
ミ
ス

マ
ッ
チ
が
あ
り
、
加
え
て

、
高
齢
者
に

な
る
手
前
の

者
に

つ
い
て
は
年

齢
が
阻
害
要
因
と
な
っ
て

、
就
労
に
結

び
つ
き
に
く

い
と

い
う
課
題
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
に

お
い
て
行
政

機
関
や
関
係

団
体

等
が
協
働
し

な
が
ら
、
就
労
体
験
の
場

を
含
め
、
本

人
の
特
性
に

合
う

就
労
の
場
を

開
拓
し
、
求
人
と
求
職
を

丁
寧
に
マ
ッ

チ
ン
グ
し
て

い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
 

そ
の

た
め

、
「
被

保
護
者
就

労
支
援

事
業
の

実
施
に
つ

い
て
」
（

平
成

2
7
年
３
月

3
1
日
付
け
社
援
保
発

0
3
3
1
第

2
0
号
本
職
通
知
）
４
の
就

労
支

援
連

携
体
制

の
構
築
に

関
す
る

こ
と
（

関
係
機
関

と
の
協

議
の

場

の
設
置
状
況
や
検
討
内
容
な
ど
）
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

【
参
考
：
協
議
の
場
等
に
お
け
る
検
討
内
容
】
 

・
地
域
の

雇
用
情

勢
、
生

活
保
護
動
向
、
社

会
資
源

等
に
つ
い
て
の
情

報
の
共
有

 

・
地
域
の
被
保
護
者
に
対
す
る
就
労
支
援
の
方
向
性
を
共
有
 

・
中
間
的
就
労
等
、
新
た
な
就
労
の
場
の
開
拓
を
検
討
 

・
就
労
の
場
の
掘
り
起
こ
し
に
つ
い
て
協
力
要
請
 
等
 

（
３
）
指
標
及
び
目
標
の
設
定
 

取
組

事
項

等
に

つ
い

て
、

事
後

に
定

量
的

な
評

価
が

実
施

で
き

る
よ

う
、
以
下
の
指
標
ご
と
に
、
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
 

（
２
）
取
組
事
項
等
 

①
 
（
１
）
に

よ
り
把
握

し
た
現
状
及
び
課
題
を
踏

ま
え
、
当

該
年
度
に

お
い
て
実
施

す
る
事
業
に

つ
い
て
取
り
組
む
べ
き
事

項
、

改
善
の
方
策

に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と

。
ま
た
、
取
り
組
む
内
容

が
明

ら
か
に
な
る

よ
う
、
具
体

的
な
手
順
や
方
法
を
盛
り
込
む
こ
と
。
 

②
 
被
保
護
者

は
職
歴
や

学
歴
等
に
お
い
て
求
人
と

求
職
に
お

け
る
ミ
ス

マ
ッ
チ
が
あ

り
、
加
え
て

、
高
齢
者
に
な
る
手
前
の

者
に

つ
い
て
は
年

齢
が
阻
害
要

因
と
な
っ
て

、
就
労
に
結
び
つ
き
に
く

い
と

い
う
課
題
が

あ
る
こ
と
か

ら
、
地
域
に

お
い
て
行
政
機
関
や
関
係

団
体

等
が
協
働
し

な
が
ら
、
就

労
体
験
の
場

を
含
め
、
本
人
の
特
性
に

合
う

就
労
の
場
を

開
拓
し
、
求

人
と
求
職
を

丁
寧
に
マ
ッ
チ
ン
グ
し
て

い
く

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
 

そ
の

た
め

、
「
被

保
護
者
就

労
支
援

事
業
の

実
施
に
つ

い
て
」
（

平
成

2
7
年
３
月

3
1
日
付
け
社
援
保
発

0
3
3
1
第

2
0
号
本
職
通
知
）
４
の
就

労
支

援
連

携
体
制

の
構
築
に

関
す
る

こ
と
（

関
係
機
関

と
の
協

議
の

場

の
設
置
状
況
や
検
討
内
容
な
ど
）
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

【
参
考
：
協
議

の
場
等
に
お
け
る
検
討
内
容
】
 

・
地
域
の
雇

用
情

勢
、
生

活
保
護
動
向
、
社

会
資
源

等
に
つ
い
て
の
情

報
の
共
有
 

・
地
域
の
被

保
護
者
に
対
す
る
就
労
支
援
の
方
向
性
を
共
有
 

・
中
間
的
就

労
等
、
新
た
な
就
労
の
場
の
開
拓
を
検
討
 

・
就
労
の
場

の
掘
り
起
こ
し
に
つ
い
て
協
力
要
請
 
等
 

（
３
）
指
標
及
び
目

標
の
設
定
 

取
組

事
項

等
に

つ
い

て
、

事
後

に
定

量
的

な
評

価
が

実
施

で
き

る
よ

う
、
以
下
の
指
標
ご
と
に
、
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
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①
事

業
対

象
者
数

、
②
事
業

参
加
者

数
、
③

事
業
参
加

率
、
④

達
成

者

数
（
就
労
し
た
者
及
び
就
労

に
よ
る
収
入
が
増
加
し
た
者
の
数
）
、
⑤
達

成
率
（
就
労
・
増
収
率
）
、
⑥
就
労
・
増
収
に
よ
る
生

活
保

護
費
削
減
額
、

⑦
生
活
保
護
廃
止
者
数
、
⑧
生
活
保
護
廃
止
率
、
⑨
そ
の
他
の
世
帯
数
 

 
 

４
 
指
標
の
定
義
に
つ
い
て
 
 

 
 
３
（
３
）
の
数

値
目
標
を
設
定
す
る
に

当
た
り
、
事
業
対

象
者
数
、
事
業

参
加
者
数
、
達
成
者
数
（
就
労
し
た
者
及
び
就
労
に
よ
る
収
入
が
増
加
し
た

者
の
数
）
及
び
生
活
保
護
廃
止
者
数
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
も
実
人
数
で
計

上
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
被
保
護

者
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
事
業
に
参
加
す

る
こ
と
も
あ
り

得
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
主

た
る
事
業
で
計
上
す
る
こ
と
と
し
、
重
複
し
て

カ
ウ
ン
ト
し
な
い
こ
と
。

 

（
１
）
事
業
対
象
者
数
 

 
 
 
 
保
護
の
実
施
機
関
が
就
労
可
能
と
判
断
す
る
被
保
護
者
（
高
校
在
学
、

傷
病

、
障

害
等

の
た

め
、

就
労

が
困

難
と

保
護

の
実

施
機

関
が

判
断

す

る
者

以
外

の
被

保
護

者
を

い
う

。
な

お
、

現
に

就
労

し
て

い
る

被
保

護

者
も
含
む
。
）
の
数
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
れ
は
、「

就
労
可
能
な
被
保
護
者
の
就
労
及
び

求
職
状
況
の

把
握
に
つ

い
て
」（

平
成

1
4
年
３
月

2
9
日
付
け
社
援
発
第

0
3
2
9
0
2
4
号

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
長

通
知

。
以

下
「

就
労

及
び

就
職

状
況

把

握
通
知
」
と
い

う
。
）
に

基
づ

く
「
就
労
・
求
職
状

況
管
理
台
帳
」
の
掲

載
者

（
計

画
年

度
に

掲
載

が
見

込
ま

れ
る

者
）

及
び

就
労

及
び

就
職

状

況
把

握
通

知
で

は
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

そ
の

他
の

実
施

機
関

に
よ

る

就
労

支
援

対
策

が
実

施
さ

れ
て

い
る

場
合

に
当

該
台

帳
の

対
象

者
と

し

①
事

業
対

象
者
数

、
②
事
業

参
加
者

数
、
③

事
業
参
加

率
、
④

達
成

者

数
（
就
労
し
た
者
及
び
就
労
に
よ
る
収
入
が
増
加
し
た
者
の
数
）
、
⑤
達

成
率
（
就
労
・
増
収
率
）
、
⑥
就
労
・
増
収
に
よ
る
生

活
保

護
費
削
減
額
、

⑦
生
活
保
護
廃
止
者
数
、
⑧
生
活
保
護
廃
止
率
、
⑨
そ
の
他
の
世
帯
数
 

 
 

４
 
指
標
の
定
義
に

つ
い
て
 
 

 
 
３
（
３
）
の
数

値
目
標
を
設
定
す
る
に
当
た
り
、
事
業
対

象
者
数
、
事
業

参
加
者
数
、
達
成

者
数
（
就
労
し
た
者
及
び
就
労
に
よ
る
収
入
が
増
加
し
た

者
の
数
）
及
び
生

活
保
護
廃
止
者
数
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
実
人
数
で
計

上
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
被
保
護

者
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
事
業
に
参
加
す

る
こ
と
も
あ
り

得
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
主
た
る
事
業
で
計
上
す
る
こ
と
と
し
、
重
複
し
て

カ
ウ
ン
ト
し
な
い
こ
と
。
 

（
１
）
事
業
対
象
者

数
 

 
 
 
 
保
護
の
実
施

機
関
が
就
労
可
能
と
判
断
す
る
被
保
護
者
（
高
校
在
学
、

傷
病

、
障

害
等

の
た

め
、

就
労

が
困

難
と

保
護

の
実

施
機

関
が

判
断

す

る
者

以
外

の
被

保
護

者
を

い
う

。
な

お
、

現
に

就
労

し
て

い
る

被
保

護

者
も
含
む
。
）

の
数
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
れ
は
、「

就
労
可
能
な
被
保
護
者
の
就
労
及
び

求
職
状
況
の

把
握
に
つ
い
て
」（

平
成

1
4
年
３
月

2
9
日
付
け
社
援
発
第

0
3
2
9
0
2
4
号

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
長

通
知

。
以

下
「

就
労

及
び

就
職

状
況

把

握
通
知
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
「
就
労
・
求
職
状

況
管
理

台
帳
」
の
掲

載
者

（
計

画
年

度
に

掲
載

が
見

込
ま

れ
る

者
）

及
び

就
労

及
び

就
職

状

況
把

握
通

知
で

は
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

そ
の

他
の

実
施

機
関

に
よ

る

就
労

支
援

対
策

が
実

施
さ

れ
て

い
る

場
合

に
当

該
台

帳
の

対
象

者
と

し
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て
い
な
い
「
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
」（

計
画
年

度
の
参
加
目
標

実
人
数
）

の
合
計
数
と
す
る
。
 

（
２
）
事
業
参
加
者
数
 

 
 
 
１
の
（
１
）
か

ら
（
４
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
業
に
参

加
し
た
者
を

合
計
し
た
数
と
す
る
。
 

（
３
）
事
業
参
加
率
 

 
 
①
 
参
加
率
ア
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業

参
加
者
数
を
（
１
）
の
事
業
対
象
者
数
で

除
し
た
も
の

と
す
る
。

 

 
 
②
 
参
加
率
イ
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
を
管
内
の
被
保
護
者
数
で
除
し
た
も
の
と
す

る
。
 

（
４
）
達
成
者
数
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
の
う
ち
、
就
労
し
た
者
及
び
増
収
と
な
っ
た

者
（

就
労

又
は

増
収

し
た

こ
と

に
よ

り
生

活
保

護
を

廃
止

し
た

者
を

含

む
。
）
の
数
と
す
る
。
 

（
５
）
達
成
率
 

 
 
 
（
４
）
の
達
成

者
数
を
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
で
除
し

た
も
の
と
す

る
。
 

（
６
）
就
労
・
増
収
に
よ
る
生
活
保
護
費
削
減
額
 

 
 

 
事

業
の

実
施

に
よ

り
就

労
又

は
増

収
し

た
こ

と
に

よ
り

削
減

さ
れ

た

生
活
保
護

費
の
額
と
す
る
。
 

（
７
）
生
活
保
護
廃
止
者
数
 
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
の
う
ち
、
就
労
又
は
増
収
し
た
こ
と
に
よ
り

生
活
保
護
廃
止
と
な
っ
た
者
の
数
と
す
る
。
 

て
い
な
い
「
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
」（

計
画
年

度
の
参
加
目
標

実
人
数
）
の
合
計
数
と
す
る
。
 

（
２
）
事
業
参
加
者

数
 

 
 
 
１
の
（
１
）
か

ら
（
４
）
ま

で
の
い
ず
れ
か
の
事
業
に
参

加
し
た
者
を

合
計
し
た
数
と

す
る
。
 

（
３
）
事
業
参
加
率
 

 
 
①
 
参
加
率
ア
 

 
 
 
（
２
）
の
事

業
参
加
者
数
を
（
１
）
の
事
業
対
象
者
数
で

除
し
た
も
の

と
す
る
。
 

 
 
②
 
参
加
率
イ
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
を
管
内
の
被
保
護
者
数
で
除
し
た
も
の
と
す

る
。
 

（
４
）
達
成
者
数
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
の
う
ち
、
就
労
し
た
者
及
び
増
収
と
な
っ
た

者
（

就
労

又
は

増
収

し
た

こ
と

に
よ

り
生

活
保

護
を

廃
止

し
た

者
を

含

む
。
）
の
数
と

す
る
。
 

（
５
）
達
成
率
 

 
 
 
（
４
）
の
達

成
者
数
を
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
で
除
し

た
も
の
と
す

る
。
 

（
６
）
就
労
・
増
収

に
よ
る
生
活
保
護
費
削
減
額
 

 
 

 
事

業
の

実
施

に
よ

り
就

労
又

は
増

収
し

た
こ

と
に

よ
り

削
減

さ
れ

た

生
活
保
護
費
の
額
と
す
る
。
 

（
７
）
生
活
保
護
廃

止
者
数
 
 

 
 
 
（
２
）
の
事
業
参
加
者
数
の
う
ち
、
就
労
又
は
増
収
し
た
こ
と
に
よ
り

生
活
保
護
廃

止
と
な
っ
た
者
の
数
と
す
る
。
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（
８
）
生
活
保
護
廃
止
率
 

（
７

）
の

生
活
保

護
廃
止
者

数
を
（

２
）
の

事
業
参
加

者
数
で

除
し

た

も
の
と
す
る
。

 

（
９
）
そ
の
他
の
世
帯
数
 

 
 
計
画
期
間
終
了
時
（
毎
年
度
末
）
に
お
け
る
そ
の
他
の
世
帯

数
と
す
る
。
 

 ５
 
事
業
対
象
者
の
う
ち
、
就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し
て
い
な
い
者
及
び
就

労
中
の
者
の
割
合
の
状
況
の
把
握
 

（
１
）
就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し
て
い
な
い
者
の
状
況
 

 
 
１
の
（
１
）
か

ら
（
４
）
ま
で
の
い
ず
れ
の
事
業
に
も
参
加
し
な
か
っ
た

者
に
つ
い
て
、
以
下
の
状
況
別
に
実
績
を
計
上
す
る
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
被
保
護
者
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
状
況
に
該
当
す
る
こ
と
も
あ
り

得
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
主
た
る
状
況
で
計
上
す
る
こ
と
と
し
、
重
複
し
て

カ
ウ

ン
ト

し
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、
「

④
稼

働
能

力
を

失
っ

た
（

傷
病

・
障

害
が
発
生
し
た
等
）
」
及
び
「
⑤
生
活
保
護
廃
止
と
な
っ
た
」
に
つ
い
て
は
、

他
の
状
況
を
問
わ
ず
当
該
欄
に
計
上
す
る
こ
と
。
 

 
 
①
 
就
労
中
 

 
 
 
 
就
労
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
者
の
数
と
す
る
。
 

 
 
 
 （
a
）
十
分
に
稼
働
能
力
を
活
用
し
て
い
な
い
 

 
 

 
 

 
①

就
労

中
の

者
の

う
ち

、
「

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

の
実

施
要

領
に
つ
い
て
」（

昭
和

3
8
年
４
月
１
日
付
け
社
発

2
4
6
号
厚
生
省
社

会
局

長
通

知
。

以
下

「
局

長
通

知
」

と
い

う
。
）

第
４

で
示

し
た

稼

働
能
力
の
活
用
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
稼
働
能
力
を
活

用
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
者
で
、
援
助
方
針
に
お
い
て
就
労
・

（
８
）
生
活
保
護
廃

止
率
 

（
７

）
の

生
活
保

護
廃
止
者

数
を
（

２
）
の

事
業
参
加

者
数
で

除
し

た

も
の
と
す
る
。
 

（
９
）
そ
の
他
の
世

帯
数
 

 
 
計
画
期
間
終

了
時
（
毎
年
度
末
）
に
お
け
る
そ
の
他
の
世
帯

数
と
す
る
。
 

 ５
 
事
業
対
象
者
の

う
ち
、
就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し
て
い
な
い
者
及
び
就

労
中
の
者
の
割
合
の
状
況
の
把
握
 

（
１
）
就
労
支
援
事

業
等
に
参
加
し
て
い
な
い
者
の
状
況
 

 
 
１
の
（
１
）
か

ら
（
４
）
ま

で
の
い
ず
れ
の
事
業
に
も
参
加
し
な
か
っ
た

者
に
つ
い
て
、
以

下
の
状
況
別
に
実
績
を
計
上
す
る
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
被
保
護

者
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
状
況
に
該
当
す
る
こ
と
も
あ
り

得
る
が
、
そ
の
場

合
は
重
複
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
こ
と
。
 

    
 
①
 
就
労
中
 

 
 
 
 
就
労
し
て

い
た
期
間
が
あ
る
者
（
就
労
又
は
増
収
し
た
こ
と
に
よ
り

生
活
保
護
を

廃
止
し
た
者
を
含
む
。
）
の
数
と
す
る
。
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増
収
に
向
け
た
支
援
が
必
要
と
さ
れ
た
者
、
又
は
局
長
通
知
第
４
で

示
し

た
稼

働
能

力
の

判
断

基
準

で
は

稼
働

能
力

を
活

用
し

て
い

る

も
の
の
、
そ
の
活
用
状
況
が
十
分

で
な
く
、
援
助
方
針
に
お
い
て
就

労
・
増
収
に
向
け
た
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
者
の
数
と
す
る
。
 

な
お

、
稼
働
能
力
の
活
用
状
況
が
十
分
で
な
い
者
と
は
、
年
齢
や

医
学
的
な
面
か
ら
の
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
者
の
有
し
て
い
る

資
格
、
生
活
歴
・
職
歴
等
を

把
握
・
分
析
し
、
そ
れ
ら
を

客
観
的
か

つ
総
合
的
に
評
価
し
た

そ
の
者
の

稼
働
能
力
か
ら
見
て
、
稼
働
能
力

の
活
用
状
況
が

妥
当
な
水
準
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、

 

 
 
 
 
 
・
稼
働
能
力
を
活
用
す
る
た

め
に
誠
実
に
稼
働
（
就
労
又
は
求
職

活
動
）
し
て
い
な
い
者
 

 
 
 
 
 
・
適
職
が
な

い
等
を
理
由
に
稼
働
（
就
労
又
は
求
職
活
動
）
し
て

い
な
い
者
 

 
 
 
 
 
・
仕
事
の
不

安
定
（
日
雇
い
等
）
を
理
由
に
稼
働
が
不
十
分
な
者
 

 
 
 
 
 
・
現
在
の
仕

事
で

、
労
働
時
間
・
日
数

の
増
加
や
職
種
の
転
換
等

に
よ
り
収
入
増
が
期
待
で
き
る
者
 

 
 
 
 
 
・
現
在
の
仕
事
か
ら
の
転
職
に
よ
り
収
入
増
が
期
待
で
き
る
者
 

 
 
 
 
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

 
 
 
（
b
）
稼
働
に
係
る
援
助
方
針
に
つ
い
て
検
討
中
 

①
就

労
中

の
者

の
う

ち
、

本
人

の
病

状
把

握
に

時
間

を
要

し
て

い

る
等

、
援

助
方

針
に

お
い

て
、

稼
働

能
力

・
適

正
職

種
に

つ
い

て
検

討
中
の
者
の
数
と
す
る
。
 

 
 
 
（
c
）
十
分
に
稼
働
能
力
を
活
用
し
て
い
る
 

 
 

 
 
 

①
就

労
中

の
者

の
う

ち
、

局
長

通
知

第
４

で
示

し
た

稼
働

能
力

の
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活
用
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
稼
働
（
就
労
又
は
求
職
活

動
）

し
て

お
り

、
そ

の
活

用
状

況
も

十
分

で
あ

る
と

判
断

し
た

者

（
（
a
）
及
び
（
b
）
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
）
の
数
と
す
る
。
 

 
 
②
 
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
求
職
活
動
中
 

 
 
 
 
就
労
し
て
い
た
期
間
が
な
い
者
で
あ
っ
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
求

職
活
動
を
行
っ
て
い
る
者
の
数
と
す
る
。
 

 
 
 
（
d
）
十
分
に
求
職
活
動
し
て
い
な
い
 

 
 
 
 
 
②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
求
職
活
動
中
の
者
の
う
ち
、
局
長
通
知
第

４
で
示
し
た
稼
働
能
力
の
活
用
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、

稼
働
能
力
を
活
用
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
者
で
、
援
助
方
針
に

お
い
て
、
就
労
に
向
け
た
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
者
又
は
局
長

通
知

第
４

に
基

づ
く

判
断

基
準

で
は

稼
働

能
力

を
活

用
し

て
い

る

も
の
の

、
援
助
方
針
に
お
い
て
、
活
用
状
況
が
十
分
で
な

く
就
労
に

向
け
た
支
援
が
必
要

と
判
断
さ
れ

た
者
の
数
と
す
る
。
 

な
お

、
稼

働
能

力
の

活
用

が
十

分
で

な
い

者
と

は
、

年
齢

や
医

学

的
な

面
か

ら
の

評
価

だ
け

で
は

な
く

、
そ

の
者

の
有

し
て

い
る

資

格
、
生
活
歴
・
職
歴
等
を
把
握
・
分
析
し
、
そ
れ
ら
を
客

観
的
か
つ

総
合
的
に
評
価
し
た

そ
の
者
の
稼
働
能
力
か
ら
見
て
、
稼
働
能
力
の

活
用
状
況
が

妥
当
な
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
で
あ
り
、
具

体
的
に
は
、

 

・
稼

働
能

力
を

活
用

す
る

た
め

に
誠

実
に

求
職

活
動

し
て

い
な

い

者
 

 
 

 
 

 
・

本
人

の
希

望
す

る
職

種
や

条
件

で
の

就
労

は
難

し
い

も
の

の
、

職
種

・
就

労
場

所
の

範
囲

等
を

広
げ

る
等

す
れ

ば
就

労
可

能
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

    
 
②
 
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
等
で
求
職
活
動
中
 

 
 
 
 
就
労
し
て

い
た
期
間
が
な
い
者
で
あ
っ
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
求

職
活
動
を
行

っ
て
い
る
者
の
数
と
す
る
。
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等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

 
 
 
（
e
）
稼
働
に
係
る
援
助
方
針
に
つ
い
て
検
討
中
 

 
 
 
 
 
②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
求
職
活
動
中
の
者
の
う
ち
、
本
人
の
病
状

把
握

に
時

間
を

要
し

て
い

る
等

、
援

助
方

針
に

お
い

て
、

稼
働

能

力
・
適
正
職
種
に
つ
い
て
検
討
中
の
者
の
数
と
す
る
。
 

 
 
 
（
f
）
十
分
に
求
職
活
動
し
て
い
る
 

 
 
 
 
 
②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
求
職
活
動
中
の
者
の
う
ち
、
局
長
通
知
第

４
で
示
し
た
稼
働
能
力
の
活
用
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、

求
職
活
動
し
て
お
り
、
そ
の
活
用
状
況
も
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
た

者
（
（
d
）
及
び
（
e
）
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
）
の
数
と
す
る
。 

 
 

③
 

事
業

を
実

施
し

て
い

な
い

又
は

事
業

に
空

き
が

な
い

た
め

に
参

加

で
き
な
い
 

 
 
 
 
就
労
し
て
い
た
期
間
が
な
い
者
で
あ
っ
て
、
希
望
す
る
就
労
支
援
事

業
等
を
福
祉
事
務
所
が
実
施
し
て
い
な
い
、
又
は
希
望
す
る
就
労
支
援

事
業
等
の
定
員
等
の
関
係
に
よ
り
参
加
で
き
な
い
者
の
数
と
す
る
。
 

④
 
稼
働
能
力
を
失
っ
た
（
傷
病
・
障
害
が
発
生
し
た
等
）
 

 
 
 
 
就
労
し
て
い
た
期
間
の
有
無
を
問
わ
ず
、
年
度
途
中
に
お
い
て
、
傷

病
・
障
害
の
発
生
等
を
理
由
に
就
労
が
困
難
に
な
っ
た
と
保
護
の
実
施

機
関
が
判
断
し
た
者
の
数
と
す
る
。
 

 
 
⑤
 
生
活
保
護
廃
止
と
な
っ
た
 

就
労

し
て
い

た
期

間
の
有
無

を
問

わ
ず

、
年

度
途
中
に

お
い

て
、

生

活
保
護
廃
止
と
な
っ
た
者
の
数
と
す
る
。（

廃
止
と
な
っ
た
理
由
は
問
わ

な
い
。
）
 

 
 
⑥
 
そ
の
他
 

 
 
 
 
①
～
⑤
い
ず
れ
の
項
目
に
も
該
当
し
な
い
者
の
数
と
す
る
。
な
お
、

           
 

③
 

事
業

を
実

施
し

て
い

な
い

又
は

事
業

に
空

き
が

な
い

た
め

に
参

加

で
き
な
い
 

 
 
 
 
就
労
し
て

い
た
期
間
が
な
い
者
で
あ
っ
て
、
希
望
す
る
就
労
支
援
事

業
等
を
福
祉

事
務
所
が
実
施
し
て
い
な
い
、
又
は
希
望
す
る
就
労
支
援

事
業
等
の
定

員
等
の
関
係
に
よ
り
参
加
で
き
な
い
者
の
数
と
す
る
。
 

④
 
稼
働
能
力

を
失
っ
た
（
傷
病
・
障
害
が
発
生
し
た
等
）
 

 
 
 
 
就
労
し
て

い
た
期
間
が
な
い
者
で
あ
っ
て
、
年
度
途
中
に
お
い
て
、

傷
病
・
障
害
の
発
生
等
を
理
由
に
就
労
が
困
難
に
な
っ
た
と
保
護
の
実

施
機
関
が
判

断
し
た
者
の
数
と
す
る
。
 

 
 
 

   

⑤
 
そ
の
他
 

 
 
 
 
①
～
④
い

ず
れ
の
項
目
に
も
該
当
し
な
い
者
の
数
と
す
る
。
な
お
、
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当
該
項
目
に
計
上
す
る
場
合
は
、
具
体
的
な
状
況
を
必
ず
記
載
す
る
こ

と
。
 

  
 
な
お
、
上
記
①
か
ら
⑥
ま
で
に
計
上
し
た
人
数
と
４
の
（
２
）
事
業
参
加

者
数

の
合

計
は

、
４

の
（

１
）

事
業

対
象

者
数

に
一

致
す

る
こ

と
。

ま
た

、

（
a
）
、
（

b
）
、
（

c
）

に
計
上

し
た

人
数

の
合

計
数

と
①

に
計

上
し

た
人

数
、

及
び
、（

d
）
、（

e
）
、（

f）
に
計
上
し
た
人
数
の
合
計
数
と
②
に
計
上
し
た
人

数
は
一
致
す
る
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
(
a
)
、
(
b
)
、
(
d
)
、
(
e
)
に
お
い
て

、
評
価
年
度
内
に
複
数
援
助
方

針
を
作
成
し
て
い
る
場
合
は
、
評
価
年
度
内
の
最
後
に
作
成
し
た
援
助
方
針

を
参
考
に
人
数
を
計
上
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
就
労
中
の
者
の
割
合
 

（
１
）
の
①
就
労
中
の
者
の
数
を
（
１
）
の
就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し

て
い
な
い
者
の
数
で
除
し
た
も
の
と
す
る
。
 

 ６
 
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
 

 
 
３
（
２
）
の
取

組
事
項
等
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
時
は
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
関
係
機
関
と
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。
 

 ７
 
評
価
及
び
見
直
し
に
つ
い
て
 

（
１
）
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
厚
生
労
働

省
が
実
施
す
る
「
就

労
支

援
等

の
状

況
調

査
（

注
）
」

を
活

用
す

る
な

ど
に

よ
り

、
設

定
し

た

数
値
目
標
に
対
す
る
達
成
状
況
を
把
握
し
、
と
り
ま
と
め
、
評
価
を
実
施

す
る
こ
と
。
 

（
２
）
設
定
し
た
数
値
目
標
に
対
す
る
達
成
状
況
等
を
踏
ま
え
て
以
下
の
評
価

当
該
項
目
に

計
上
す
る
場
合
は
、
具
体
的
な
状
況
を
必
ず
記
載
す
る
こ

と
。
 

  
 
な
お
、
上
記
①
か
ら
⑤
ま
で
に
計
上
し
た
人
数
と
４
の
（
２
）
事
業
参
加

者
数
の
合
計
は
、

４
の
（
１
）
事
業
対
象
者
数
に
一
致
す
る
こ
と
。
 

      （
２
）
就
労
中
の
者

の
割
合
 

（
１
）
の
①
就
労
中
の
者
の
数
を
（
１
）
の
就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し

て
い
な
い
者
の
数
で
除
し
た
も
の
と
す
る
。
 

 ６
 
計
画
策
定
に
当

た
っ
て
の
留
意
点
 

 
 
３
（
２
）
の
取

組
事
項
等
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
時
は
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
を
は

じ
め
関
係
機
関
と
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。
 

 ７
 
評
価
及
び
見
直

し
に
つ
い
て
 

（
１
）
計
画
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
厚
生
労
働

省
が
実
施
す
る
「
就

労
支

援
等

の
状

況
調

査
（

注
）
」

を
活

用
す

る
な

ど
に

よ
り

、
設

定
し

た

数
値
目
標
に
対

す
る
達
成
状
況
を
把
握
し
、
と
り
ま
と
め
、
評
価
を
実
施

す
る
こ
と
。
 

（
２
）
設
定
し
た
数
値
目
標
に
対
す
る
達
成
状
況
等
を
踏
ま
え
て
以
下
の
評
価
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の
視
点
を
参
考
に
、
評
価
を
実
施
す
る
こ

と
。
な
お
、
評
価

に
つ
い
て
は
、

事
業
担
当
課
の
み
な
ら
ず
、
必
要
と
認
め
る
時
は
関
係
部
署
や
外
部
有
識

者
を
参
画
さ
せ
て
行
う
こ
と
。
 

 
 
【
評
価
の
視
点
】
 

 
 
・
数
値
目
標
を
達
成
で
き
て
い
る
か
 

 
 
・
事
業
の
成
果
が
見
ら
れ
る
か
 

 
 
・
事
業
は
効
果
的
（
費
用
対
効
果
等
）
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
 
等
 

（
３
）
設
定
し
た
目
標
値
に
対
す
る
達
成
状

況
が
不
十
分
な
場
合
、
そ
の
原
因

を
分
析
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
次
年
度
以
降
に
事
業
内
容
等
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
。
 

（
注
）
就
労
支
援
等
の
状
況
調
査
 

 
 

各
自

治
体

が
前

年
度

に
お

い
て

実
施

し
た

就
労

支
援

施
策

の
効

果
等

を
把
握
す
る
た
め
、
毎
年
度
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
て
い
る
調
査
 

 

８
 
提
出
時
期
 

（
１
）
計
画
の
提
出
時
期
 

 
 
 
毎
年
度
各
自
治
体
に
お
い
て
、
計
画

を
策
定
し
、
厚
生
労
働
省
が
別
途

通
知
す
る
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
評
価
結
果
の
提
出
時
期
に
つ
い
て
 

 
 
 
計
画
期
間
終
了
後
、
計
画
の
達
成
状

況
の
評
価
を
行
い
、
厚
生
労
働
省

が
毎
年
度
実
施
す
る
「
就
労
支
援
等
の

状
況
調
査
」
の
回
答
と
あ
わ
せ
て

当
該
調
査
実
施
時
に
示
す
様
式
に
よ
り
評
価
結
果
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

 
 

９
 
留
意
事
項
 

勧
告
に
お
い
て
、
福
祉
事
務
所
に
よ
っ
て
は
、
就
労
・
求

職
状
況
管
理
台

の
視
点
を
参
考

に
、
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
評
価

に
つ
い
て
は
、

事
業
担
当
課
の

み
な
ら
ず
、
必
要
と
認
め
る
時
は
関
係
部
署
や
外
部
有
識

者
を
参
画
さ
せ

て
行
う
こ
と
。
 

 
 
【
評
価
の
視
点

】
 

 
 
・
数
値
目
標
を

達
成
で
き
て
い
る
か
 

 
 
・
事
業
の
成
果

が
見
ら
れ
る
か
 

 
 
・
事
業
は
効
果

的
（
費
用
対
効
果
等
）
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
 
等
 

（
３
）
設
定
し
た
目

標
値
に
対
す
る
達
成
状
況
が
不
十
分
な
場
合
、
そ
の
原
因

を
分
析
し
た
上

で
、
必
要
に
応
じ
て
次
年
度
以
降
に
事
業
内
容
等
の
見
直

し
を
行
う
こ
と

。
 

（
注
）
就
労
支
援
等

の
状
況
調
査
 

 
 

各
自

治
体

が
前

年
度

に
お

い
て

実
施

し
た

就
労

支
援

施
策

の
効

果
等

を
把
握
す
る
た
め
、
毎
年
度
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
て
い
る
調
査
 

 

８
 
提
出
時
期
 

（
１
）
計
画
の
提
出

時
期
 

 
 
 
毎
年
度
各
自

治
体
に
お
い
て
、
計
画
を
策
定
し
、
厚
生
労
働
省
が
別
途

通
知
す
る
提
出

期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
評
価
結
果
の

提
出
時
期
に
つ
い
て
 

 
 
 
計
画
期
間
終
了
後
、
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
を
行
い
、
厚
生
労
働
省

が
毎
年
度
実
施

す
る
「
就
労
支
援
等
の
状
況
調
査
」
の
回
答
と
あ
わ
せ
て

当
該
調
査
実
施

時
に
示
す
様
式
に
よ
り
評
価
結
果
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

 
 

９
 
留
意
事
項
 

勧
告
に
お
い
て
、
福
祉
事
務
所
に
よ
っ
て
は
、
就
労
・
求

職
状
況
管
理
台
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帳
に
よ
り
就
労
可
能
な
被
保
護
者
の
把
握
に
漏
れ
が
あ
る
も
の
や
、
把
握
し

て
い

る
就

労
可

能
な

被
保

護
者

数
が

適
切

な
も

の
と

は
認

め
ら

れ
な

い
と

の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
計
画
の
策
定
に
あ
わ
せ
て
就
労
・
求
職
状

況
管
理
台
帳
に
つ
い
て
も
「
就
労
及
び
就
職
状
況
把
握
通
知
」
に
基
づ
い
て

適
切
に
整
備
す
る
こ
と
。

 

帳
に
よ
り
就
労
可
能
な
被
保
護
者
の
把
握
に
漏
れ
が
あ
る
も
の
や
、
把
握
し

て
い

る
就

労
可

能
な

被
保

護
者

数
が

適
切

な
も

の
と

は
認

め
ら

れ
な

い
と

の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
計
画
の
策
定
に
あ
わ
せ
て
就
労
・
求
職
状

況
管
理
台
帳
に
つ
い
て
も
「
就
労
及
び
就
職
状
況
把
握
通
知
」
に
基
づ
い
て

適
切
に
整
備
す
る
こ
と
。
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人

目標 実績 目標

人

0 人 千円

人 千円

人 千円

人 千円

人 千円

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ ％

0.0 ％ ％

0.0 ％ ％

0.0 ％ ％

0.0 ％ ％

0 人 世帯

人 人

人 人

人
(a)十分に稼働能力
を活用していない

人

人
(b)稼働に係る援助方針に
ついて検討中 人

0.0 ％
(c)十分に稼働能力
を活用している

人

0.0 ％ 人

0.0 ％
(d)十分に求職活動
していない

人

0.0 ％
(e)稼働に係る援助方針に
ついて検討中 人

0.0 ％
(f)十分に求職活動
している

人

人

人

人

人

％

※ 「上記以外の就労支援事業」に関する項目の内訳について、別シートに再掲すること。

備　　考

生活保護受給者等就労自
立促進事業の達成率 0

被保護者就労支援事業の
達成率

被保護者就労準備支援事
業の達成率

指
標
及
び
目
標

(Ｂ）

①：事業対象者数（就労・求職
状況管理台帳の掲載者及び就
労支援プログラム参加者）

②ハローワーク等で求職
活動中

④稼働能力を失った

⑥その他

上記以外の就労支援事業
の達成率（※）

生活保護受給者等就労自
立促進事業の達成者数

（１）就労支援事業等に参加し
ていない者の状況 0

被保護者就労支援事業の
達成者数

①就労中 0

被保護者就労準備支援事
業の達成者数

上記以外の就労支援事業
の達成者数（※）

⑤：達成率（④／②）

上記以外の就労支援事業
の参加率

上記以外の就労支援事業の
廃止率（※） 0.0

④：達成者数（就労・増収者
数）

⑨：計画期間終了後のその他
の世帯数

就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し
て
い
な
い
者
の
状
況

（
Ｃ

）

③事業を実施していない
又は事業に空きがないた
め参加できない

その他欄に記載の
場合、具体的な状
況を必ず記載

○

全体の評価及び今後の方向性
（Ｄ）

○

（２）就労中の者の割合
　　　（①／（１）） 0.0

⑤生活保護廃止となった

生活保護受給者等就労自
立促進事業の参加率

生活保護受給者等就労自立
促進事業の廃止率 0.0

被保護者就労支援事業の
参加率

被保護者就労支援事業の廃
止率 0.0

被保護者就労準備支援事
業の参加率

被保護者就労準備支援事業
の廃止率 0.0

⑥：就労・増収による生活保護
費削減額

上記以外の就労支援事業
の参加者数（※）

上記以外の就労支援事業の
保護費削減額

上記以外の就労支援事業
の参加率（※）

上記以外の就労支援事業の
廃止者数（※）

③イ：事業参加率
　　　（②／被保護者数）

⑧：生活保護廃止率（⑦／②） 0.0

③ア：事業参加率（②／①） ⑦：生活保護廃止者数 0

生活保護受給者等就労自
立促進事業の参加率

生活保護受給者等就労自立
促進事業の廃止者数

被保護者就労支援事業の
参加率

被保護者就労支援事業の廃
止者数

被保護者就労準備支援事
業の参加率

被保護者就労準備支援事業
の廃止者数

就労支援体制の構築の達
成状況

実績

取り組み事項等の達成状況（Ａ）

平成２８年度就労支援促進計画の実績評価（様式）

自治体名 ○○○○市
28年4月1日時点における

管内被保護者数

0

生活保護受給者等就労自
立促進事業の参加者数

生活保護受給者等就労自立
促進事業の保護費削減額

被保護者就労支援事業の
参加者数

被保護者就労支援事業の保
護費削減額

被保護者就労準備支援事
業の参加者数

被保護者就労準備支援事業
の保護費削減額

②：事業参加者数
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（案）

実績

0 人

0 人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0.0 ％ 人

0 人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

【別紙】その他の就労支援事業に関する項目の内訳票

実績

①：事業対象者数（就労・求職
状況管理台帳の掲載者及び就
労支援プログラム参加者）

自治体独自の就労支援事
業の達成率 0.0

②：その他の就労支援事業
の事業参加者数

⑤：その他の就労支援事業
の達成率 0.0

求職者支援制度の参加者
数

求職者支援制度の達成率 0.0

障害者に対する就労支援
事業の参加者数

障害者に対する就労支援
事業の達成率

求職者支援制度の参加率
求職者支援制度の廃止者
数

障害者に対する就労支援
事業の参加率

障害者に対する就労支援
事業の廃止者数

母子家庭向けの就労支援
事業の参加率

母子家庭向けの就労支援
事業の廃止者数

自治体独自の就労支援事
業の参加率

自治体独自の就労支援事
業の廃止者数

その他の就労支援事業の
参加率

その他の就労支援事業の
廃止者数

母子家庭向けの就労支援
事業の廃止率 0.0

④：その他の就労支援事業
の達成者数（就労・増収者
数）

⑧：その他の就労支援事業
の生活保護廃止率 0.0

求職者支援制度の達成者
数

求職者支援制度の廃止率 0.0

ハローワーク等が実施して
いる労働施策の参加者数

ハローワーク等が実施して
いる労働施策の達成率 0.0

ハローワーク等が実施して
いる労働施策の参加率

ハローワーク等が実施して
いる労働施策の廃止者数

その他の就労支援事業の
参加者数

その他の就労支援事業の
達成率 0.0

③：その他の就労支援事業
の事業参加率（ア）

⑦：その他の就労支援事業
の生活保護廃止者数 0

0.0

母子家庭向けの就労支援
事業の参加者数

母子家庭向けの就労支援
事業の達成率 0.0

自治体独自の就労支援事
業の参加者数

ハローワーク等が実施して
いる労働施策の達成者数

ハローワーク等が実施して
いる労働施策の廃止率 0.0

備　　考

自治体独自の就労支援事
業の達成者数

自治体独自の就労支援事
業の廃止率 0.0

その他の就労支援事業の
達成者数

その他の就労支援事業の
廃止率 0.0

障害者に対する就労支援
事業の達成者数

障害者に対する就労支援
事業の廃止率 0.0

母子家庭向けの就労支援
事業の達成者数
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（案）

千円 千円

千円 千円

関係機関との連携状況

今年度の課題（Ｈ）

関係機関との連携状況

就労支援員
配置数（F）

就労支援プ
ログラム参
加者数（G）前年度の目標・取組を

踏まえた現状（B）

被保護者数
（C）

被保護世帯
数（D）

その他の世帯数（E）

平成２９年度就労支援促進計画（様式）

自治体名
（Ａ）

担当者名
連絡先

今年度の目標達成に向けた
取り組み事項等（Ｉ）

就労支援体制の構築

就労
支援
関係
予算
（Ｊ）

a：被保護者就労支援事業 c：その他就労支援関係予算

b：被保護者就労準備支援事
業

d：合　　計[ a+b＋c] 0
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（案）

人

人 千円

人 千円

人 千円

人 千円

人 千円

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

人 世帯

人 人

人 人

人
(a)十分に稼働能力
を活用していない 人

人 (b)稼働に係る援助方針に
ついて検討中 人

％
(c)十分に稼働能力
を活用している 人

％ 人

％
(d)十分に求職活動
していない 人

％ (e)稼働に係る援助方針に
ついて検討中 人

％
(f)十分に求職活動し
ている 人

人

人

人

人

○

○

％

⑤生活保護廃止となっ
た

その他（Ｍ）

就
労
支
援
事
業
等
に
参
加
し
て
い
な
い
者
の
状
況

（
Ｌ

）

③事業を実施していない
又は事業に空きがない
ため参加できない

その他欄に記載の
場合、具体的な状況
を必ず記載

（２）就労中の者の割合
　　（①／（１））

被保護者就労準備支援事
業の達成率 0.0

上記以外の就労支援事業
の達成率 0.0

指標
及び
目標
(K)

被保護者就労支援事業の
達成率 0.0

①就労中

被保護者就労準備支援事
業の達成者数

生活保護受給者等就労自
立促進事業の達成率

⑤：達成率（④／②） 0.0

被保護者就労支援事業の
達成者数

上記以外の就労支援事業
の達成者数

②ハローワーク等で求
職活動中0.0

生活保護受給者等就労自
立促進事業の達成者数

（１）就労支援事業等に参加して
いない者の状況

①：事業対象者数（就労・求職状
況管理台帳の掲載者及び就労
支援プログラム参加者）

④：達成者数（就労・増収者
数）

0
⑨：計画期間終了後のその他の
世帯数

0.0

上記以外の就労支援事業
の参加率 0.0

上記以外の就労支援事業の廃止
率 0.0

0.0

被保護者就労支援事業の
参加率 0.0 被保護者就労支援事業の廃止率 0.0

生活保護受給者等就労自
立促進事業の参加率 0.0

生活保護受給者等就労自立促進
事業の廃止率

被保護者就労準備支援事
業の参加率 0.0

被保護者就労準備支援事業の廃
止率

③イ：事業参加率
　　　（②／被保護者数）

0.0 ⑧：生活保護廃止率（⑦／②） 0.0

上記以外の就労支援事業
の参加率 0.0

上記以外の就労支援事業の廃止
者数

被保護者就労支援事業の
参加率 0.0

被保護者就労支援事業の廃止者
数

生活保護受給者等就労自
立促進事業の参加率 0.0

生活保護受給者等就労自立促進
事業の廃止者数

被保護者就労準備支援事
業の参加率 0.0

被保護者就労準備支援事業の廃
止者数

被保護者就労準備支援事
業の参加者数

被保護者就労準備支援事業の保
護費削減額

③ア：事業参加率（②／①） 0.0 ⑦：生活保護廃止者数 0

上記以外の就労支援事業
の参加者数

上記以外の就労支援事業の保護
費削減額

前年度
実績

（参考）
目標

前年度
実績

（参考）
目標

0

生活保護受給者等就労自
立促進事業の参加者数

生活保護受給者等就労自立促進
事業の保護費削減額

被保護者就労支援事業の
参加者数

②：事業参加者数 0
⑥：就労・増収による生活保護費
削減額

被保護者就労支援事業の保護費
削減額

④稼働能力を失った

⑥その他

-204-



 

 

 

16.被保護者就労準備支援事業における福祉専門

職との連携支援事業の実施について 

（厚生労働省社会・援護局保護課長通知）【案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（案） 

社援保発○○第○号 

平 成 29年 ○ 月 ○ 日 

 

都道府県  

各 指定都市  

中 核 市  

 

厚生労働省社会・援護局保護課長 

                          （公 印 省 略） 

 

 

被保護者就労準備支援事業における福祉専門職との連携支援事業の実施について 

 

就労意欲や生活能力・稼働能力が低いなど、就労に向けた課題を抱える被保

護者に対しては、就労意欲の喚起や一般就労に向けて日常生活習慣の改善を計

画的かつ一貫して行う事業として、平成 27 年４月より被保護者就労準備支援

事業を実施いただいているところである。 

このたび、被保護者に対して、障害者等への就労支援のノウハウを活用し、

早期に一般就労や次のステージ（ハローワーク等による支援）へ移行できるよ

う支援を行う「福祉専門職との連携支援事業」を被保護者就労準備支援事業の

一事業として、下記のとおり行うこととしたので、了知の上、関係部局と連携

し、積極的に推進されたい。 

また、都道府県におかれては、管内の福祉事務所設置市区町村（指定都市・

中核市を除く。）に周知していただくようお願いする。 

なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 条）第 245 条の 4 第１項の

規定による技術的助言として行うものであることを申し添える。 

 

記 
 
１ 基本的事項 

  被保護者の中には、長期間、労働市場から離れているため、就労意欲が低

下し、就業体験などの段階的支援が必要な者や、自尊感情や自己有用感を失

っているなど複合的な課題を抱え、直ちに就職することが困難な者が存在し

ている。こうした状況の者については、これまでも被保護者就労準備支援事

業において、就労に向けた準備としての基礎能力の形成を図るための支援を

実施してきたところである。 

民生主管部（局）長 殿 
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（案） 

一方で、専門的な知見にもとづく支援がなければ、事業に継続的に参加する

ことが困難と認められる者など、従来の支援では一般就労につなげることが困

難であった被保護者もあり、そのような者に対しては、障害者等への就労支援

のノウハウを活用することで、より効果的な支援が図れると見込まれるところ

である。 

  こうしたことを踏まえて、被保護者への就労準備支援に障害者等への就労

支援のノウハウを持った支援者（以下「福祉専門職」という。）の知識や技術

を活用し、より効果的な支援体制を構築する事業を被保護者就労準備支援事

業（一般事業）に加えて実施することとした。 

 

２ 対象者 

「被保護者就労準備支援事業（一般事業分）の実施について」（平成 27 年４

月９日付け社援保発 0409 第１号社会・援護局保護課長通知）（以下「課長通知」

という。）の「２ 対象者」に定める者。 

このうち、特に、専門的な知見にもとづく支援がなければ、事業に継続的に

参加することが困難と認められる者など、障害者等に対する就労支援のノウハ

ウを活用することで就労が見込まれる者に対しては、本事業の利用が効果的な

支援になると考えられる。 

 

３ 事業内容 

  課長通知の「３ 事業内容」に定める支援を、福祉専門職は被保護者就労

準備支援担当者と連携して行うこと。支援の実施に当たっては、特に次の事

業内容について配慮すること。 

 

 ① 対象者に対する適切なアセスメント 

対象者が解決すべき課題の把握・分析、課題解決に向けた支援計画（被保

護者就労準備支援シート）の作成、支援内容の評価、評価を踏まえた支援計

画の変更 等 

② 支援におけるバックアップ 

  被保護者就労準備支援担当者に対する専門的な知見に基づく技術的な指

導・助言、対象者が継続して就労準備支援を受けられるように心身の健康状

態の把握や信頼関係の構築 等 

 

４ 就労準備支援のための職員の配置 

 （１）配置人数 

支援に当たっては、課長通知５（１）の被保護者就労準備支援担当者に
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（案） 

加え、原則として対象者の数を 15 で除した数以上の福祉専門職を置くこ

と。 

なお、課長通知に基づく事業と本事業の対象者を明確に区別できる場合

には、本事業の対象者の数で算定することができる。 

 （２）要件 

福祉専門職は、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等の資格を有

している者や就労移行支援事業所等において障害者等に対する就労支援

等に従事している者（従事していた者含む。）など、障害者等への就労支

援のノウハウを活用し、被保護者への就労準備支援を適切に実施できる者

であること。 

 

５ 留意事項 

 （１）課長通知に基づく事業に加えて、本通知に定める支援体制の整備等を

図ること。 

（２）この通知に定めるもののほか、課長通知４、６、７、８、９、１０、 

１１及び１２については、本事業に適用するものとすること。 

なお、課長通知９（５）については、「被保護者就労準備支援担当者」

を「被保護者就労準備支援担当者及び福祉専門職」に読み替え適用する

ものとすること。 
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